
�
後
�
華
北
諸
藩
鎭
の
鐵
勒
集
團

︱
︱
沙
陀
系
王
�
成
立
の
背
景
︱
︱

西

村

陽

子

は
じ
め
に

第
一
違

朱
泚
の
亂
と
華
北
諸
藩
鎭
の
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
集
團

第
二
違

八−

九
世
紀
の
華
北
の
鐵
勒
集
團

お
わ
り
に

は

じ

め

に

本
論
�
は
︑
�
王
�
後
�
�
の
円
中
年
閒

(七
八
〇−

七
八
三
)
に
�
こ
っ
た
朱
泚
の
亂
を
手
が
か
り
に
︑
�
後
�
�
の
中
央
政
府
お
よ
び
華

北
諸
藩
鎭
に
お
け
る
渾
・
契
苾
・
阿
跌
と
い
う
鐵
勒
系
武
人
集
團
の
活
動
を
解
�
し
︑
こ
れ
が
五
代
の
沙
陀
系
王
�
成
立
の
背
景
と
な
る
こ
と

を
�
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
本
稿
で
�
う
オ
ル
ド
ス
か
ら
代
北
に
か
け
て
の
地
域
は
︑
農
業
と
�
牧
が
�
錯
す
る
地
帶
で
あ
り
︑
�
王
�

は
こ
の
一
帶
を
影
附
し
た
�
牧
民
で
滿
た
し
︑
そ
の
軍
事
力
で
邊
境
防
衞
を
擔
わ
せ
て
い
た(1

)
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
鐵
勒
集
團
は
︑
八
世
紀
�

わ
り
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
︑
中
央
政
府
と
華
北
諸
藩
鎭
の
中
で
中
心
�
な
位
置
を
占
め
つ
つ
︑
鐵
勒
系
・
ソ
グ
ド
系
・
党
項
の
集
團
の
東
�
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と
い
う
大
き
な
液
れ
を
背
景
と
し
て
�
第
に
代
北
・
河
東
地
區
に
地
步
を
移
し
︑
そ
こ
か
ら
代
北
や
河
東
︑
オ
ル
ド
ス
ま
で
含
む
廣
い
範
圍
に

强
い
勢
力
を
保
持
し
︑
�
末
に
至
っ
て
�
第
に
沙
陀
に
合
液
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
�
末
時
�
に
强
大
な
沙
陀
が
出
現
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
︒

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
︑
�
王
�
�
末
�
に
華
北
地
方
の
大
勢
力
と
な
り
︑
�
王
�
の
�
焉
と
五
代
王
�
の
成
立
を
�
い
た
沙
陀
突
厥
に
つ
い

て
︑
そ
の
內
部
�
�
や
經
濟
基
盤
を
論
じ
て
き
た
︒
沙
陀
突
厥
は
そ
の
內
部
に
多
數
の
�
牧
系
諸
族
を
�
含
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
沙
陀
集

團
﹂
も
し
く
は
﹁
代
北
集
團
﹂
と
も
呼
ば
れ
る(2

)
︒
筆
者
は
そ
の
中
で
︑
特
に
沙
陀
三
部
落

(
沙
陀
・

®
・
安
慶
)
・
契
苾
・
吐
谷
渾
を
﹁
代
北

五
部
﹂
と
呼
ん
で
�
末
・
五
代
の
沙
陀
集
團
の
中
核
を
�
成
す
る
集
團
と
定
義
し
︑
沙
陀
集
團
が
形
成
さ
れ
て
い
く
�
 
を
�
ら
か
に
す
る
と

と
も
に(

3
)

︑
沙
陀
集
團
は
こ
れ
ら
の
他
に
も
多
數
の
�
牧
集
團
を
瓜
合
し
た
多
重
�
な
�
�
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
︑
�
末
か
ら
五
代
に
至
る
沙

陀
突
厥
の
動
向
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
提
示
し
た(4

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
代
北
五
部
の
他
に
ど
の
よ
う
な
部
族
が
沙
陀
集
團
を
�
成
し
た
の
か
と
い
う

問
題
に
は
十
分
な
囘
答
を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
︒

本
稿
で
�
う
契
苾
部
と
渾
部
に
つ
い
て
は
︑
榮
怨
江
氏(5

)
が
夙
に
兩
部
落
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
筆
者
は
か
つ
て
﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂

に
基
づ
い
て
契
苾
部
落
の
�
末
の
#
を
詳
論
し
︑
�
初
以
來
の
羈
縻
州
で
あ
る
こ
と
と
沙
陀
と
の
關
係
を
指
摘
し
た(6

)
︒
こ
れ
を
$
け
て
蘇
航
氏(7

)

は
渾
・
阿
跌
・
契
苾
と
い
う
鐵
勒
系
三
部
落
の
類
似
性
を
指
摘
し
つ
つ
特
に
阿
跌
部
の
功
績
を
�
ら
か
に
し
︑
阿
跌
部
が
北
邊
蕃
部
落
を
瓜
括

し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
山
下
將
司
氏(8

)
は
阿
跌
部
の
事
績
を
%
に
詳
細
に
檢
討
し
︑
阿
跌
が
突
厥
阿
&
ð
氏
と
婚
姻
關
係
を
結
ん
で
い
る

こ
と
を
指
摘
す
る
︒
本
論
は
︑
こ
れ
ら
の
業
績
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
中
央
政
府
に
よ
る
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
を

は
じ
め
と
す
る
非
漢
族
武
將
の
重
用
が
︑
そ
の
背
後
で
(
行
し
つ
つ
あ
っ
た
鐵
勒
部
落
や
ソ
グ
ド
・
党
項
部
落
に
よ
る
オ
ル
ド
ス
か
ら
代
北
へ

の
大
規
模
な
東
�
と
聯
動
し
て
お
り
︑
こ
の
よ
う
な
鐵
勒
や
党
項
を
は
じ
め
と
す
る
�
牧
部
落
の
動
向
が
�
の
沙
陀
の
擡
頭
を
準
備
す
る
こ
と

を
︑
�
か
ら
五
代
に
至
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
の
歷
&
の
中
に
位
置
附
け
な
お
す
︒
す
で
に
大
中
年
閒

(
八
四
七−

八
五
九
)
以
影
の
代
北
五
部

と
沙
陀
突
厥
の
興
�
に
つ
い
て
は
檢
討
を
加
え
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
多
數
の
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
等
の
參
與
が
*
め
ら
れ
る
朱
泚
の
亂
の
狀
況

か
ら
九
世
紀
�
ば
頃
ま
で
を
�
う
︒
な
お
︑
李
,
眞
な
ど
の
ソ
グ
ド
系
の
軍
將
に
も
東
�
と
移
動
先
で
の
勢
力
擴
大
の
動
き
が
存
在
す
る
が
︑
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紙
幅
の
都
合
で
割
愛
す
る
︒
本
稿
に
お
い
て
は
︑
契
苾
・
沙
陀
三
部
落
・
吐
谷
渾
を
﹁
代
北
五
部
﹂
と
い
い
︑
外
側
に
あ
る
鐵
勒
や
党
項
部
落
︑

ソ
グ
ド
等
も
含
め
て
﹁
代
北
集
團
﹂
と
呼
び
︑
こ
れ
が
沙
陀
の
麾
下
の
集
團
に
變
質
し
て
い
く
時
代
に
限
っ
て
﹁
沙
陀
集
團
﹂
と
呼
ぶ
︒
鐵
勒

系
部
落
の
渾
・
阿
跌
が
﹁
代
北
五
部
﹂
に
含
ま
れ
な
い
理
由
は
本
論
で
論
じ
る
︒

朱
泚
の
亂
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
日
野
開
三
郞
氏
に
よ
っ
て
︑
安
&
の
亂
後
の
藩
鎭
跋
扈
の
事
例
と
し
て
檢
討
さ
れ
て
お
り(9

)
︑
ま
た
栗
原
益

男
氏
は
こ
の
反
亂
が
兩
稅
法
を
施
行
し
た
時
に
�
こ
っ
た
こ
と
に
觸
れ
︑
連
兵
の
點
で
藩
鎭
&
を
"
じ
て
�
も
規
模
が
大
き
く
︑
こ
の
反
亂
勢

力
の
强
さ
が
︑
河
朔
の
舊
事
と
呼
ば
れ
る
藩
鎭
の
�
獨
立
體
制
を
傳
瓜
3
し
た
と
指
摘
す
る(10

)
︒
堀
敏
一
氏
も
藩
鎭
の
性
格
と
い
う
視
點
か
ら
円

中
二
年

(七
八
一
)
か
ら
貞
元
二
年

(七
八
六
)
年
ま
で
の
動
亂
を
論
じ
︑
こ
の
戰
亂
の
結
果
藩
鎭
の
特
別
な
地
位
が
承
*
さ
れ
た
と
す
る(11

)
︒

任
育
才
氏
も
朱
泚
の
亂
に
關
す
る
&
料
を
︑
正
&
や
5
年
&
料
だ
け
で
な
く
�
集
や
詔
敕
類
に
至
る
ま
で
網
羅
�
に
收
集
し
︑
&
料
ご
と
に
衣

な
る
日
時
を
校
訂
し
て
﹁
奉
天
定
難
日
�
﹂
と
し
て
確
定
さ
れ
た(12

)
︒
上
記
は
中
國
&
の
視
點
か
ら
の
も
の
だ
が
︑
朱
泚
の
亂
に
お
い
て
官
軍
側

に
も
非
漢
族
の
關
與
が
多
い
こ
と
が
︑
陳
寅
恪
氏
や
桑
原
隲
藏
氏
以
來
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る(13

)
︒
馬
小
鶴
・
柏
曉
斌
氏
ら
も
朱
泚
の
亂
に
は
7

軍
側
・
官
軍
側
も
共
に
鐵
勒
人
や
ソ
グ
ド
人
︑
イ
ン
ド
人
ま
で
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
他
に
も
官
軍
側
で
8
荏
胡
も
加
わ
っ
て
い
る

こ
と
が
�
ら
か
に
な
っ
て
い
る(14

)
︒
た
だ
し
︑
な
ぜ
そ
う
な
る
か
に
つ
い
て
は
具
體
�
に
說
�
さ
れ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
こ
う
し
た
動
き
の

背
後
に
︑
當
時
の
華
北
で
(
行
し
つ
つ
あ
っ
た
鐵
勒
系
部
落
の
移
動
と
の
關
聯
が
あ
る
こ
と
を
�
ら
か
に
し
︑
�
�
內
部
に
存
在
し
て
い
た
鐵

勒
系
の
�
牧
集
團
と
︑
九
世
紀
初
め
に
華
北
に
移
:
し
九
世
紀
後
�
に
擡
頭
す
る
沙
陀
突
厥
と
が
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
っ
た
か
を
論
じ
る
︒

本
論
の
�
成
は
以
下
の
"
り
で
あ
る
︒
第
一
違
で
は
安
&
の
亂
後
の
非
漢
族
の
活
動
と
朱
泚
の
亂
の
槪
<
を
営
べ
︑
第
二
違
で
は
朱
泚
の
亂

に
官
軍
側
で
參
與
し
た
鐵
勒
系
の
諸
族
の
う
ち
︑
�
王
�
の
�
臣
の
筆
頭
で
あ
っ
た
宰
相
渾
瑊
を
出
し
た
渾
部
と
︑
代
北
五
部
の
一
部
で
あ
る

契
苾
部
と
が
姻
戚
關
係
に
あ
る
こ
と
を
�
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
時
�
︑
渾
部
・
阿
跌
部
を
含
め
た
鐵
勒
系
や
党
項
の
集
團
が
河
西
囘
=

か
ら
オ
ル
ド
ス
︑
代
北
・
河
東
に
移
:
す
る
動
き
が
存
在
し
︑
彼
ら
が
�
末
に
沙
陀
突
厥
と
合
液
し
て
い
く
こ
と
を
論
じ
る
︒
な
お
︑
本
稿
で

は
個
別
に
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
・
党
項
な
ど
を
指
す
場
合
は
個
別
の
名
稱
を
用
い
︑
複
數
の
部
族
を
指
す
場
合
に
﹁
非
漢
族
﹂
と
い
う
語
を
用
い
る
︒
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第
一
違

朱
泚
の
亂
と
華
北
諸
藩
鎭
の
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
集
團

第
一
�

朱
泚
の
亂
と
そ
の
背
景

安
&
の
亂
の
時
に
活
>
し
た
官
軍
側
非
漢
族
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
安
&
の
亂
以
後
︑
安
祿
山
と
&
思
�
が
ソ
グ
ド
人
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
︑
�
�
內
部
で
ソ
グ
ド
人
に
對
す
る
反
感
が
强
ま
り
︑
ソ
グ
ド
人
の
中
か
ら
は
ソ
グ
ド
姓
や
西
方
を
聯
想
さ
せ
る
本
貫
を
忌
@
す

る
動
き
が
廣
が
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(15

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
中
央
政
府
や
神
策
軍
だ
け
で
な
く
︑
昭
義
・
河
東
・
振
武
・
夏
州
定
難
軍
︑

天
德
軍
な
ど
の
諸
藩
鎭
に
お
い
て
も
︑
ソ
グ
ド
系
だ
け
で
な
く
︑
鐵
勒
系
や
党
項
︑
契
丹
な
ど
の
出
身
者
が
(
出
す
る
動
き
は
衰
え
て
い
な
い
︒

安
&
の
亂
後
も
︑
郭
子
儀
の
�
下
に
は
多
數
の
非
漢
族
の
蕃
將
が
引
き
立
て
ら
れ
︑
郭
子
儀
と
と
も
に
安
&
軍
と
戰
っ
た
李
光
弼

(
契
丹
)
や

李
,
玉

(ソ
グ
ド
)
の
他
に
も
︑
僕
固
懷
恩

(鐵
勒
)
・
李
懷
光

(靺
鞨
)
・
渾
釋
之

(
鐵
勒
)
な
ど
が
か
ぞ
え
ら
れ
︑
邊
防
と
と
も
に
河
朔
三
鎭

や
安
&
の
影
將
が
安
置
さ
れ
た
藩
鎭
へ
の
對
應
に
あ
た
っ
て
い
る
︒

朱
泚
の
亂
は
︑
�
後
�
�
に
官
軍
側
︑
特
に
オ
ル
ド
ス
や
河
東
な
ど
の
華
北
諸
藩
鎭
に
擴
大
す
る
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
等
諸
族
の
樣
相
を
�
確
に

映
し
出
す
事
件
で
あ
る
︒
こ
の
亂
か
ら
見
え
る
華
北
諸
藩
鎭
の
鐵
勒
部
落
の
動
向
を
探
り
︑
後
に
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
を
檢
討
す
る

こ
と
で
︑
�
末
�
の
代
北
集
團
に
含
ま
れ
た
�
牧
軍
團
が
ど
の
よ
う
に
�
成
さ
れ
た
の
か
を
探
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
︒

朱
泚
の
亂
の
首
魁
と
な
っ
た
朱
泚
は
幽
州
昌
C
の
人
で
︑
大
曆
三
年

(七
六
八
)
に
朱
希
E
が
盧
龍
軍
F
度
G
に
な
る
と
︑
朱
泚
は
朱
希
E

と
同
姓
で
あ
っ
た
た
め
に
信
任
さ
れ
て
頭
角
を
現
し
︑
大
曆
七
年

(七
七
二
)
十
8
に
は
幽
州
盧
龍
軍
F
度
等
G
と
な
る
︒

朱
泚
は
河
朔
諸
鎭
の
中
で
�
も
早
く
長
安
に
入
覲
し
︑
長
安
に
留
ま
る
こ
と
を
H
ん
だ
た
め
︑
大
曆
九
年
を
も
っ
て
弟
の
朱
滔
が
盧
龍
軍
F

度
留
後
と
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
円
中
三
年

(七
八
二
)
に
朱
滔
が
反
亂
を
企
て
︑
朱
泚
と
密
か
に
謀
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
發
覺
し
た
た
め
︑

朱
泚
は
長
安
に
留
め
置
か
れ
る
︒
つ
い
で
円
中
四
年

(七
八
三
)
十
8
に
は
︑
涇
原
の
兵
が
7
し
て
朱
泚
を
J
え
て
長
安
を
占
領
し
︑
德
宗
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(在
位
七
七
九−

八
〇
四
)
が
奉
天

(現
在
の
陝
西
省
乾
縣
︑
長
安
の
西
北
K
七
〇
㎞
)
に
L
れ
る
事
態
が
發
生
し
た
︒
朱
泚
は
涇
原
の
軍
と
共
に
長

安
を
占
領
す
る
と
大
秦
皇
M
を
自
稱
し
て
應
天
と
改
元
し
︑
朱
滔
を
皇
太
弟
に
立
て
た
︒
こ
こ
に
︑
朱
滔
ら
に
よ
る
河
朔
の
聯
合
軍
と
涇
原
軍

を
N
力
と
す
る
朱
泚
の
勢
力
と
が
合
液
し
︑
�
王
�
を
搖
る
が
す
大
反
亂
に
發
展
し
て
い
く(16

)
︒
亂
の
末
�
に
は
︑
�
廷
を
助
け
て
功
績
が
高

か
っ
た
O
朔
方
F
度
G
で
當
時
は
河
中
F
度
G
で
あ
っ
た
李
懷
光

(靺
鞨
)
が
朱
泚
と
"
じ
て
7
亂
を
�
こ
し
︑
河
中
に
割
據
し
た
︒
�
�
廷

は
こ
れ
に
對
し
て
中
書
令
の
渾
瑊

(鐵
勒
)
︑
河
東
F
度
G
馬
燧
︑
鐵
勒
系
阿
跌
部
の
李
光
(
兄
弟
︑
鎭
國
軍
F
度
G
の
駱
元
光

(ソ
グ
ド
)
︑

昭
義
F
度
G
の
李
,
眞

(ソ
グ
ド
)
ら
を
總
動
員
し
て
鎭
壓
す
る
︒

朱
泚
の
亂
は
︑
円
中
四
年
に
涇
原
藩
鎭
兵
が
反
亂
を
�
こ
し
て
朱
泚
を
擁
立
し
て
長
安
を
占
據
し
て
か
ら
︑
P
興
元
元
年
六
8
に
朱
泚
が
殺

R
さ
れ
︑
七
8
に
反
亂
が
鎭
壓
さ
れ
て
德
宗
が
長
安
に
歸
S
す
る
ま
で
︑
複
雜
な
樣
相
を
示
し
て
い
る
︒
今
︑﹃
奉
天
錄
﹄
や
﹃
"
鑑
﹄︑
任
育

才
氏
の
﹁
奉
天
定
難
日
�
﹂
に
よ
り
つ
つ
時
系
列
順
に
槪
<
を
示
す
と
︑︻
表
一
︼
の
よ
う
に
な
る
︒
本
表
を
一
覽
し
て
氣
づ
く
の
は
︑
安
&

の
亂
の
影
將
を
中
心
と
す
る
7
軍
側
に
非
漢
族
が
多
い
だ
け
で
な
く
︑
官
軍
側
の
軍
將
も
︑
中
核
�
役
割
を
果
た
し
た
人
々
に
鐵
勒
・
ソ
グ

ド
・
吐
蕃
・
靺
鞨
な
ど
非
漢
族
の
割
合
が
高
い
こ
と
で
あ
る
︒
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表
一

朱
泚
の
亂
の
N
な
出
來
事

(非
漢
族
は
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
示
︒
傍
線
は
7
軍
側
の
人
物
を
示
す
)

年

8

日

事

項

出

典

円
中
四
年
十
8
二
日

(七
八
三
)

詔
し
て
涇
原
の
兵
を
發
し
︑
東
し
て
哥
舒
�
の
U
に
赴
か
し
め
ん
と
す
︒

日
︑
四
一

頁

円
中
四
年
十
8
三
日

涇
原
の
兵
︑
京
師
を
�
ら
ん
と
し
て
亂
を
作
す
︒
德
宗
︑
出
で
て
奉
天
に
幸
す
︒

日
︑
四
四

頁

円
中
四
年
十
8
四
日

德
宗
︑
奉
天
に
至
る
︒

渾
瑊
︑
家
僕
數
十
騎
と
與
に
夾
城
よ
り
北
門
に
入
り
︑
後
殿
と
敢
死
の
士
を
收
集
し
︑
行
在
に
奔
る
︒

朱
泚
︑
反
W
し
︑
竊
か
に
長
安
に
據
る
︒

日
︑
四
七

頁

奉
︑
二
三

頁

日
︑
四
八

頁



― 37 ―

683

表
一

朱
泚
の
亂
の
N
な
出
來
事

(非
漢
族
は
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
示
︒
傍
線
は
7
軍
側
の
人
物
を
示
す
)

続
き

年

8

日

事

項

出

典

円
中
四
年
十
8
五
日

德
宗
︑
渾
瑊
を
行
在
都
X
候
と
爲
し
︑
戰
備
に
力
籌
せ
し
む
︒

日
︑
五
〇

頁

円
中
四
年
十
8
六
日

朱
泚
︑
長
安
の
城
門
を
閉
め
︑
�
官
の
出
入
を
許
さ
ず
︒

日
︑
五
七

頁

円
中
四
年
十
8
八
日

朱
泚
︑
大
秦
皇
M
を
自
稱
し
︑
應
天
と
改
元
す
︒

日
︑
六
三

頁

円
中
四
年
十
8
九
日

李
希
烈
︑
襄
陽
を
陷
れ
︑
哥
舒
�
︑
洛
陽
に
走
る
︒

日
︑
六
五

頁；

舊
︑
三

三
七

頁

円
中
四
年
十
8
十
日

朱
泚
︑
自
ら
將
に
奉
天
に
�
ら
ん
と
す
︒

日
︑
六
八

頁

円
中
四
年
十
8
十
一
日

李
懷
光
︑
朔
方
の
衆
を
帥
い
て
長
安
に
赴
く
︒
馬
燧
・
李
芃
は
兵
を
引
き
て
河
東
・
河
陽
に
歸
す
︒
李
�

眞
は
臨
洺
に
屯
す
︒

日
︑
六
九

頁；

鑑
︑
七

三
六
二

頁

円
中
四
年
十
8
十
二
日

論
惟
�
・
韓
�
瓌
︑
Y
き
て
奉
天
を
守
ら
ん
と
す
︒

日
︑
六
九

頁

円
中
四
年
十
8
十
三
日

朱
泚
︑
奉
天
に
�
り
︑
官
軍
と
城
下
に
�
戰
す
︒

日
︑
七
二

頁

円
中
四
年
十
8
十
九
日

劉
德
信
︑
朱
泚
の
衆
と
見
子
陵
に
戰
い
︑
こ
れ
を
敗
る
︒
(
み
て
東
渭
橋
に
屯
す
︒

日
︑
七
九

頁

円
中
四
年
十
一
8
二
日

靈
武
留
後
の
杜
希
Z
︑
鹽
州
刺
&
の
戴
休
顏
︑
鄜
坊
F
度
G
の
李
円
�
ら
︑
諸
將
︑
兵
を
合
し
て
入
U
せ

ん
と
す
る
や
︑
\
の
伏
に
]
い
︑
潰
え
歸
す
︒

日
︑
九
〇

頁

円
中
四
年
十
一
8
十
一
日

李
晟
︑
兵
を
東
渭
橋
に
宿
せ
し
む
︒
神
策
軍
兵
馬
G
の
尙
可
孤
︑
鎭
國
軍
F
度
G
の
駱
元
光
︑
入
U
す
︒

河
東
F
度
G
の
馬
燧
︑
行
軍
司
馬
を
^
し
て
中
渭
橋
に
鎭
せ
し
む
︒

日
︑
九
七

-九
八

頁；

奉
︑

四
二

頁

円
中
四
年
十
一
8
二
〇
日

朔
方
F
度
G
の
李
懷
光
︑
朱
泚
の
兵
を
醴
泉
に
敗
る
︒
\
︑
圍
み
を
解
き
て
去
る
︒
朱
泚
︑
卻
き
て
長
安

を
守
る
︒

日
︑
一
〇
四

-一
〇
七

頁；

奉
︑
三
九

頁
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表
一

朱
泚
の
亂
の
N
な
出
來
事

(非
漢
族
は
ゴ
チ
ッ
ク
で
表
示
︒
傍
線
は
7
軍
側
の
人
物
を
示
す
)

続
き

年

8

日

事

項

出

典

興
元
元
年
一
8
一
日

(七
八
四
)

李
希
烈
・
李
�
・
田
悅
・
王
武
俊
の
官
a
を
以
て
初
め
の
如
く
す
︒
奉
天
扈
從
の
將
士
は
竝
に
﹁
奉
天
定

難
功
臣
﹂
の
稱
號
を
賜
う
︒

朱
泚
︑
國
號
を
﹁
大
漢
﹂
に
%
え
︑﹁
天
皇
﹂
と
改
元
す
︒

李
希
烈
︑
卽
位
し
︑
國
號
を
﹁
大
楚
﹂
と
し
︑﹁
武
成
﹂
と
改
元
す
︒

日
︑
一

二

六

頁；

奉
︑

四
七

-四
八

頁

日
︑
一
三
五

頁

日
︑
一

三

五

頁；

鑑
︑

七
三
九
三

頁

興
元
元
年
二
8
二
六
日

李
懷
光
7
し
︑
德
宗
︑
梁
洋
に
蒙
塵
す
︒

日
︑
一
八
二

頁

興
元
元
年
三
8
十
三
日

李
懷
光
と
檢
校
右
僕
射
・
李
晟
︑
咸
陽
附
c
に
對
峙
す
︒
こ
の
日
︑
李
懷
光
︑
營
を
燒
き
走
り
て
河
中
に

歸
る
︒

日
︑
一
九
〇

-一
九
二

頁；

奉
︑
五
五

頁

興
元
元
年
四
8
十
日

渾
瑊
︑
吐
蕃
の
將
論
厭
羅
と
與
に
朱
泚
の
軍
を
武
功
に
破
る
︒

日
︑
二
一
〇

頁

興
元
元
年
五
8
六
日

昭
義
F
度
G
の
李
�
眞
・
河
東
F
度
G
の
馬
燧
・
成
德
軍
F
度
G
の
王
武
俊
︑
朱
滔
を
經
城
に
破
る
︒
朱

滔
︑
4
げ
て
幽
州
に
歸
る
︒

日
︑
二
二
九

頁

興
元
元
年
五
8
二
八
日

右
僕
射
李
晟
︑
金
商
F
度
G
の
尙
可
孤
︑
鎭
國
軍
F
度
G
の
駱
元
光
︑
神
策
制
將
の
高
秉
哲
︑
潼
關
大
G

の
�
�
臣
ら
︑
東
渭
橋
よ
り
�
南
山
に
至
る
ま
で
︑
南
北
布
兵
す
︒
李
晟
︑
苑
の
東
北
角
よ
り
垣
を
壞
し

て
苑
中
に
入
る
︒

渾
瑊
︑
戴
休
顏
と
與
に
咸
陽
を
克
す
︒
韓
�
瓌
︑
朱
泚
を
涇
州
に
d
う
︒

日
︑
二

三

八

頁；

奉
︑

七
〇

頁
日
︑
二
四
六

頁

興
元
元
年
六
8
五
日

韓
旻
ら
︑
朱
泚
を
斬
り
︑
涇
州
に
至
り
て
影
る
︒

日
︑
二
四
九

頁

興
元
元
年
七
8
十
三
日

德
宗
︑
長
安
に
S
る
︒

日
︑
二
六
九

頁

〔出
典
︺
日
：
｢奉
天
定
難
日
�
﹂
(任
育
才
︹
一
九
七
〇
︺
)︑
奉
：﹃
奉
天
錄
﹄︑
舊
：﹃
舊
�
書
﹄︑
鑑
：﹃
h
治
"
鑑
﹄︒
(
日
時
お
よ
び
事
項
は
﹁
奉
天
定
難
日
�
﹂
に
依
據
し
︑
非
漢

族
の
動
向
を
d
跡
で
き
る
&
料
を
補
っ
て
作
成
)



第
二
�

華
北
諸
藩
鎭
の
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
集
團

7
軍
側
の
F
度
G
が
契
丹
・
靺
鞨
・
高
麗
と
い
っ
た
出
身
で
あ
り
︑
�
下
に
多
數
の
ソ
グ
ド
人
が
存
在
す
る
こ
と
は
︑
陳
寅
恪
氏
以
來
繰
り

i
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
陳
氏
は
朱
泚
と
朱
滔
は
﹁
胡
3
漢
族
﹂
で
あ
り
︑
非
漢
族
と
何
ら
變
わ
り
な
い
と
指
摘
す
る
︒
表
を
揭
げ
る
に
留
め

る
︻
表
二(17

)
︼︒

�
に
官
軍
側
に
見
え
る
非
漢
族
の
事
例
を
示
す
︒
朱
泚
の
亂
で
は
7
軍
と
官
軍
が
頻
繁
に
入
れ
替
わ
る
︒
例
え
ば
王
武
俊
な
ど
は
初
め
7
軍

側
で
あ
っ
た
が
︑
円
中
四
年
に
は
�
廷
に
歸
屬
し
た
︒
奉
天
の
德
宗
を
救
U
し
て
功
績
が
高
か
っ
た
李
懷
光
は
︑
興
元
元
年
に
は
河
中
を
も
っ

て
7
旗
を
l
し
た
︒
こ
こ
で
は
Z
體
宴
を
摑
む
た
め
に
N
<
人
物
の
み
を
︻
表
三
︼
に
提
示
す
る
︒

【表
三
︼
か
ら
は
華
北
地
域
に
お
い
て
多
數
の
非
漢
族
が
F
度
G
や
州
刺
&
・
神
策
軍
に
(
出
し
て
い
る
こ
と
が
�
ら
か
で
あ
る
︒
そ
の
左

右
の
多
く
が
ソ
グ
ド
人
や
北
方
�
牧
系
の
人
物
だ
っ
た
と
い
う
李
懷
光

(朔
方
F
度
G
・
河
中
F
度
G(18
)

)
や
︑
ソ
グ
ド
人
の
駱
元
光

(李
元
諒
︑

鎭
國
軍
F
度
G
)
︑
吐
蕃
の
論
弓
仁
の
子
孫
で
あ
る
論
惟
�

(
鄜
坊
F
度
G
)
︑
駅
勒
王
の
子
孫
で
あ
る
裴
玢

(
鄜
坊
F
度
G
)
︑
李
寳
臣
に
仕
え
た

契
丹
出
身
の
張
孝
忠
や
ソ
グ
ド
人
の
康
日
知(19

)
︑
鮮
卑
系
の
尙
可
狐
な
ど
が
存
在
す
る
︒
こ
の
う
ち
︑
本
稿
で
�
う
複
數
の
�
牧
部
族
が
︑
後
に

― 39 ―

685

表
二

7
軍
側
F
度
G

F
度
G

出
身

姓

名

在
職
年
�

出

典

1

盧
龍
F
度
G

−

朱
泚

七
七
二−

七
七
四

方
4
︑
五
五
四

頁

−
朱
滔

七
七
四−

七
八
五

方
4
︑
五
五
四−

五
五
六

頁

2

成
德
F
度
G

奚

王
武
俊

七
八
二−

八
〇
一

方
4
︑
五
七
九−

五
八
二

頁

3

C
盧
F
度
G

高
麗

李
p

七
八
二−

七
九
二

方
3
︑
三
三
四−

三
三
六

頁

4

淮
西

(淮
寧
)
F
度
G

靺
鞨

李
希
烈

七
七
九−

七
八
六

方
8
︑
一
二
五
五−

一
二
五
六

頁

〔出
典
︺
方
：﹃
�
方
鎭
年
表
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年



沙
陀
と
關
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒

【表
三
︼
の
う
ち
︑
皋
蘭
州
都
督
を
s
ね
る
渾
瑊
や
雞
田
州
部
落
の
李
光
(
・
李
光
顏
兄
弟
な
ど
は
︑
�
初
に
設
置
さ
れ
た
羈
縻
州
に
由
來

す
る
人
物
で
あ
る

(第
二
違
三
F
參
照
)
︒
ま
た
︑
李
,
眞
の
家
系
は
�
初
の
功
臣
で
あ
る
ソ
グ
ド
人
の
安
興
貴
の
末
裔
で
︑
�
初
か
ら
代
々
河

― 40 ―

686

表
三

官
軍
側
非
漢
族
N
<
人
物

出
身

姓

名

官

職

出

典

1

渾

渾
瑊

朔
方
左
留
後
↓
振
武
F
度
G

(七
七
九
)
↓
檢
校
左
僕
射
・
同
中
書
門
下
C
違
事
・
奉
天
行
營
兵
馬

副
元
帥
︑
行
在
都
知
兵
馬
G
︑
檢
校
司
徒
・
s
中
書
令

(七
八
四
)
↓
朔
方
F
度
G
︑
侍
中

(七
八

四
)↓
河
中
F
度
G

(七
八
四
)↓
中
書
令

(七
九
八
)

舊
134
︑
渾
瑊
傳

2

突
騎
施

哥
舒
x

龍
武
大
將
軍
↓
東
都
・
汝
州
行
營
F
度
G

(七
九
四
)↓
河
南
尹
↓
右
驍
衞
上
將
軍

怨
135
︑
哥
舒
x
傳

3

ソ
グ
ド

李
,
眞

昭
義
F
度
G

(七
七
六−

七
九
四
)↓
檢
校
左
僕
射
・
C
違
事

(
七
八
四
)
↓
贈
太
保

(七
九
四
)

舊
132
︑
李
,
眞
傳

4

靺
鞨

李
懷
光

朔
方
F
度
G

(七
八
〇−

七
八
四
)・
河
中
F
度
G

(七
八
〇−

七
八
四
)

舊
122
︑
李
懷
光
傳

5

ソ
グ
ド

駱
元
光

鎭
國
軍
副
G
↓
潼
關
防
禦
・
鎭
國
軍
F
度
G

(七
八
四
)
↓
檢
校
尙
書
右
僕
射

(
七
八
四
)
↓
右
金

吾
衞
上
將
軍

(七
八
七
)↓
隴
右
F
度
G

(七
八
八
)

舊
144
︑
李
元
諒
傳

6

吐
蕃

論
惟
�

右
金
吾
衞
大
將
軍
↓
鄜
坊
F
度
G

(七
八
六
)

陸
贄
集
9
・
元
和
姓
纂
9

7

駅
勒

裴
玢

金
吾
將
軍
↓
忠
義
郡
王

(七
八
四
)
↓
(
鄜
坊
)
都
X
候

(七
八
六
)
↓
坊
州
刺
&

(
七
八
五
)
↓
鄜

州
刺
&
・
鄜
坊
F
度
G

(八
〇
四
)↓
山
南
西
|
F
度
G

(八
〇
八
)

舊
146
︑
裴
玢
傳

8

契
丹

張
孝
忠

成
德
軍
F
度
G

(七
八
一
)↓
義
武
軍
F
度
G

(七
八
二
)↓
同
C
違
事

(七
八
四
)

舊
141
︑
張
孝
忠
傳

9

ソ
グ
ド

康
日
知

深
趙
都
團
練
觀
察
G

(七
八
二
)↓
奉
�
軍
F
度
G

(七
八
四
)

怨
148
︑
康
日
知
傳

10

鮮
卑

尙
可
孤

御
&
中
丞

(七
八
三
)
↓
檢
校
工
部
尙
書
・
神
策
京
畿
渭
南
商
州
F
度
G

(
七
八
四
)
↓
檢
校
右
僕

射
・
馮
翊
郡
王

(七
八
四
)↓
贈
司
徒

(七
八
四
)

舊
144
︑
尙
可
狐
傳

11

阿
跌

李
光
(

不
�
↓
代
州
刺
&

(八
〇
〇
)↓
振
武
F
度
G

(八
一
〇
)↓
靈
武
F
度
G

(
八
一
三
)

舊
161
︑
李
光
(
傳

12

阿
跌

李
光
顏

不
�
↓
忠
武
軍
F
度
G

(八
一
四
)↓
河
東
F
度
G
・
侍
中

(八
二
五
)

舊
161
︑
李
光
顏
傳

13

舍
利

舍
利
®
旃

不
�
↓
贈
工
部
尙
書

山
8
・
Z
714
︑
李
光
(
碑

〔出
典
︺
舊
：
舊
�
書
︑
怨
：
怨
�
書
︑
山
：﹃
山
右
石
刻
叢
5
﹄︑
Z
：
Z
�
�



西
に
お
り
︑﹁
家
業
﹂
の
牧
馬
を
以
て
�
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(20

)
︒
安
&
の
亂
後
の
�
王
�
は
︑
羈
縻
州
系
瓜
の
部
落
首
領

が
多
數
�
用
さ
れ
る
體
制
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
︑
朱
泚
の
亂
は
こ
の
よ
う
な
羈
縻
州
系
瓜
の
部
落
首
領
を
動
員
し
て
鎭
壓
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
う
し
た
�
初
に
設
置
さ
れ
た
羈
縻
州
に
由
來
す
る
人
物
が
中
央
政
界
や
藩
鎭
の
重
鎭
に
な
っ
て
い
た
頃
︑
彼
ら
の
故
�
で
あ
る
羈
縻
州
部

落
は
︑
一
時
�
靈
武
に
本
據
を
置
き
︑
つ
い
で
河
南
と
呼
ば
れ
た
河
曲
部
の
北
部
を
"
り
︑
阿
跌
部
は
七
六
四
年
頃(21

)
に
︑
渾
部
は
七
七
九
年
頃

と
︑
徐
々
に
代
北
・
河
東
に
移
動
し
つ
つ
あ
っ
た
︒︻
地
圖
︼
は
こ
う
し
た
非
漢
族
の
う
ち
︑
本
稿
で
�
う
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
・
党
項
等
の
移
動

の
經
路
と
分
布
を
圖
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒

第
三
�

吐
蕃
の
壓
力
と
鐵
勒
・
党
項
の
東
�

こ
れ
ら
の
�
牧
系
部
落
と
ほ
ぼ
同
時
�
に
︑
同
樣
の
動
き
を
見
せ
る
集
團
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
︑
沙
陀
・
契
苾
・
吐
谷
渾
な
ど
の
﹁
代
北

五
部
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
少
な
く
と
も
契
苾
部
落
は
︑
皋
蘭
州
や
雞
田
州
と
同
樣
に
�
初
に
設
置
さ
れ
た
羈
縻
州
で
あ
る
賀
蘭
州
の
系
�

を
ひ
く
集
團
で
︑
こ
の
時
も
な
お
賀
蘭
都
督
を
世
襲
す
る
契
苾
氏
に
�
い
ら
れ
て
い
た
︒
契
苾
部
と
吐
谷
渾
部
は
︑
靈
武
か
ら
オ
ル
ド
ス
を
經

由
し
て
︑
八
〇
〇
年
頃
ま
で
に
代
北
に
移
動
す
る(22

)
︒
沙
陀
突
厥
は
吐
蕃
の
影
�
下
に
あ
っ
た
が
︑
元
和
四
年

(
八
〇
九
)
に
范
希
�
に
從
っ
て

河
東
F
度
G
の
下
に
移
り
︑
長
�
閒
に
わ
た
っ
て
阿
跌
部
の
李
光
顏
の
指
揮
を
$
け
る
︒
こ
の
他
に
︑
党
項
や
ソ
グ
ド
人
に
も
同
樣
の
動
き
が

あ
っ
た
こ
と
が
︑
岡
崎
精
郞
・
周
洩
洲
兩
氏
や
森
部
豐
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る(23

)
︒
す
な
わ
ち
︑
鐵
勒
系
・
党
項
・
ソ
グ
ド
系
を
含
め
た

�
牧
民
の
大
移
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
東
�
し
た
�
牧
部
族
の
中
か
ら
擡
頭
し
た
沙
陀
突
厥
が
︑
當
該
領
域
內
に
八
世
紀

以
來
存
在
し
た
鐵
勒
系
・
ソ
グ
ド
系
・
党
項
な
ど
の
部
落
を
內
側
に
取
り
�
み
︑
九
世
紀
の
後
�
に
政
治
�
大
勢
力
へ
成
長
し
て
い
く
︒

こ
の
よ
う
な
東
�
が
�
こ
っ
た
直
接
の
<
因
と
し
て
は
︑
吐
蕃
の
�
入
の
激
3
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
�
�
は
朱
泚
の
亂
の
鎭
壓
の

た
め
に
吐
蕃
の
兵
力
も
借
り
て
お
り
︑
渾
瑊
が
吐
蕃
と
共
に
朱
泚
の
軍
を
破
っ
た

(︻
表
一
︼
)
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
吐
蕃
軍
が
党
項
の
據
る
夏
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州
を
攻
擊
し
刺
&
で
あ
っ
た
党
項
の
拓
拔
乾
暉
を
d
い
︑
鹽
州
・
銀
州
を
攻
擊
し
︑
貞
元
三
年

(
七
八
七
)
に
は
靈
武
c
郊
の
鳴
沙
を
占
據
し

て
お
り
︑
こ
れ
に
對
し
て
渾
瑊
・
駱
元
光

(李
元
諒
)
が
經
略
に
當
っ
て
い
る(24

)
︒
吐
蕃
の
�
入
は
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
六
下
︑
吐
蕃
傳
下
に
よ

る
と
﹁
蕃
軍
︑
頃
年
朱
泚
の
衆
を
武
功
に
破
る
も
︑
未
だ
報
償
を
獲
ず
︑
來
た
る
�
以
な
る
の
み
﹂
と
い
い
︑
朱
泚
の
亂
鎭
壓
へ
の
U
助
に
對

す
る
見
i
り
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
鹽
州
・
銀
州
か
ら
靈
武
一
帶
の
緊
�
し
た
�
勢
が
︑
党
項
の
み
な
ら
ず
靈
武
に
本
據
を

置
い
て
い
た
契
苾
部
落
や
吐
谷
渾
部
落
が
東
�
す
る
直
接
の
契
機
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
�
勢
に
渾
部
落
を
�
い
る
渾
瑊
や
ソ
グ
ド

人
の
駱
元
光
ら
が
一
貫
し
て
對
處
し
て
い
る
の
は
︑
農
牧
境
域
地
帶
に
安
置
さ
れ
た
�
牧
勢
力
が
�
�
の
<
�
を
$
け
て
邊
防
に
動
員
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る(25

)
︒

周
洩
洲
氏
の
硏
究
に
よ
る
と
︑
安
&
の
亂
後
に
は
旣
に
內
徙
し
た
党
項
の
東
�
が
�
こ
っ
て
お
り
︑
至
德
年
閒

(七
五
六−

七
五
八
)
か
ら

永
泰
元
年

(七
六
五
)
ま
で
︑
お
よ
そ
一
〇
年
閒
に
わ
た
っ
て
︑
隴
右
に
い
た
党
項
が
慶
州
・
鹽
州
な
ど
に
�
々
に
�
っ
て
い
く
︒
�
王
�
は
︑

吐
蕃
が
慶
州
・
鹽
州
の
党
項
を
離
7
さ
せ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
︑
永
泰
元
年

(七
六
五
)
に
党
項
部
落
を
さ
ら
に
銀
州
の
北
・
夏
州
の
西
お
よ

び
綏
州
・
�
州
な
ど
に
�
し
た
と
い
い
︑
吐
蕃
は
こ
の
よ
う
な
党
項
の
本
據
地
を
攻
擊
し
た
の
で
あ
る
︒
一
方
︑
岡
崎
精
郞
氏
も
ま
た
︑
永
泰

初
以
來
︑
党
項
が
豐
州
・
天
德
・
振
武
か
ら
オ
ル
ド
ス
の
廣
い
地
域
に
散
居
し
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
さ
れ
て
い
る(26

)
︒
振
武

(單
于
都
護
府
)

の
党
項
・
室
韋
に
對
し
て
は
︑
范
希
�
が
振
武
F
度
G
で
あ
っ
た
元
和
元
年

(八
〇
六
)
に
對
策
を
行
っ
て
い
た
こ
と(

27
)

︑
八
四
〇
年
の
ウ
イ
グ

ル
M
國
�
壞
に
よ
っ
て
烏
介
可
汗
が
ウ
イ
グ
ル
を
�
い
て
�
の
北
邊
に
至
っ
た
時
に
︑
沙
陀
三
部
落
・
契
苾
・
拓
拔
部
落
が
�
側
の
軍
事
力
と

し
て
參
戰
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
︒
党
項
は
︑
複
雜
な
經
雲
を
Í
り
な
が
ら
東
�
を
繰
り
i
し
︑
九
世
紀
�
ば
に
は
︑
李
德
裕
の
﹃
會

昌
一
品
集
﹄
卷
一
六
�
收
の
﹁
�
先
影
G
至
党
項
屯
集
處
狀
﹂
(會
昌
六
年
)
に
︑﹁
党
項
は
麟
・
府
・
鄜
・
坊
よ
り
太
原
に
至
る
ま
で
︑
徧
く

河
曲
に
居
す
﹂
と
い
い
︑
振
武
F
度
G
管
�
下
の
麟
州
・
府
州
か
ら
︑
鄜
州
・
坊
州
を
經
て
太
原
に
至
る
あ
ら
ゆ
る
場
�
に
屯
集
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た(28

)
︒
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第
二
違

八−

九
世
紀
の
華
北
の
鐵
勒
集
團

第
一
�

沙
陀
の
東
�
と
興
�

沙
陀
は
︑
貞
觀
中
に
�
に
歸
屬
し
た
後
︑
七
〇
〇
年
頃
に
は
甘
州
方
面
に
移
動
し
た(29

)
︒
貞
元
中

(七
八
五−

八
〇
五
)
に
は
︑
吐
蕃
の
勢
力

伸
長
に
�
っ
て
沙
陀
部
七
千
帳
が
吐
蕃
に
歸
屬
し
た
が
︑
吐
蕃
は
沙
陀
を
甘
州
か
ら
河
外
に
徙
そ
う
と
し
た
た
め
︑
こ
れ
を
Ù
っ
た
沙
陀
は
︑

沙
陀
盡
忠
と
朱
耶
執
宜
が
謀
っ
て
烏
德
鞬

(オ
テ
ュ
ケ
ン
)
山
に
L
げ
︑
そ
こ
か
ら
吐
蕃
と
戰
い
つ
つ
靈
州
に
至
っ
て
�
�
に
歸
屬
し
︑
鹽
州

に
安
置
さ
れ
た

(八
〇
八
)
︒
そ
の
P
年
に
は
靈
鹽
F
度
G
范
希
�
が
河
東
F
度
G
に
移
鎭
す
る
の
に
�
っ
て
河
東
に
移
動
す
る
︒
范
希
�
は

そ
の
う
ち
千
二
百
騎
を
精
�
し
て
沙
陀
軍
と
號
し
︑
そ
の
餘
衆
は
定
襄
川
に
置
き
︑
朱
耶
執
宜
は
神
武
川
の
黃
花
堆
を
保
っ
て
﹁
陰
山
沙
北
沙

陀
﹂
と
號
し
た
と
い
う
︒
河
東
に
移
っ
た
沙
陀
の
元
に
は
︑
鳳
è

(現
在
の
陝
西
省
寳
雞
市
)
・
興
元

(
現
在
の
四
川
省
漢
中
市
)
・
太
原
を
經
由
し

て
歸
屬
し
た
者
も
合
液
し
て
大
き
な
勢
力
と
な
っ
て
い
く
︒

『
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
の
記
営
か
ら
�
�
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
沙
陀
は
︑
河
東
に
移
動
し
た
P
年
か
ら
め
ざ
ま
し
い
活
>
を
見
せ

る
こ
と
に
な
る
︒
沙
陀
傳
の
記
営
か
ら
︑
范
希
�
と
と
も
に
河
東
に
移
動
し
た
後
の
沙
陀
の
動
向
を
抽
出
し
た
の
が
︻
表
四
︼
で
あ
る
︒︻
表

四
︼
か
ら
�
�
す
る
重
<
な
點
は
︑
沙
陀
が
河
東
に
移
動
し
た
八
〇
九
年
か
ら
八
二
一
年
の
鎭
州
討
伐
ま
で
︑
李
光
顏
の
管
�
下
に
い
る
か
︑

あ
る
い
は
と
も
に
軍
事
行
動
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
八
三
〇
年
に
は
李
光
顏
の
軍
で
は
な
く
河
東
F
度
G
の
下
に
置
く
こ
と
が

�
記
さ
れ
て
い
る

(本
違
第
三
F
參
照
)
︒
八
三
〇
年
に
朱
耶
執
宜
が
代
北
行
營
招
撫
G
に
︑
八
四
四
年
に
朱
耶
赤
心
が
代
北
軍
G
と
な
っ
た
沙

陀
は
︑
龐
勛
の
亂
の
鎭
壓
や
黃
巢
の
亂
の
鎭
壓
を
足
が
か
り
に
︑
�
末
の
大
勢
力
へ
と
成
長
し
て
い
く
︒

こ
の
地
域
に
は
︑
沙
陀
が
移
動
し
て
く
る
O
に
旣
に
阿
跌
や
渾
部
︑
契
苾
部
な
ど
︑
重
<
な
鐵
勒
系
部
落
が
多
數
存
在
し
て
お
り
︑
沙
陀
は

そ
の
た
だ
中
に
移
動
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
�
に
︑
沙
陀
と
こ
れ
ら
の
鐵
勒
系
部
落
と
の
關
係
を
見
て
み
た
い
︒
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表
四

河
東
移
動
後
の
沙
陀
の
軍
功

年

�

內

容

瓜
括
者

元
和
五

(八
一
〇
)

・
鎭
州

(王
承
宗
)
を
討
伐
︒
朱
耶
執
宜
は
軍
七
百
を
以
て
O
鋒
と
な
り
︑
鎭
兵
解
け
る
や
︑

蔚
州
刺
�
に
(
む
︒

李
光
顏
軍

元
和
八

(八
一
三
)

・
囘
鶻
︑
磧
南
を
�
り
︑
朱
耶
執
宜
に
詔
し
て
天
德
に
屯
せ
し
む
︒

不
�

元
和
九

(八
一
四
)

・
淮
西
の
吳
元
濟
を
討
伐
︒
朱
耶
執
宜
に
詔
し
て
李
光
顏
に
隸
せ
し
む
︒
元
濟
C
ぐ
や
︑
檢
校

𠛬
部
尙
書
を
�
け
ら
れ
︑
な
お
光
顏
の
軍
に
隸
す
︒

李
光
顏
軍

長
慶
元

(八
二
一
)

・
鎭
州
を
討
伐
︒
沙
陀
を
動
員
し
て
︑
易
定
の
軍
と
掎
角
せ
し
む
︒
朱
耶
執
宜
入
�
し
︑
宿
衞

に
留
め
︑
金
吾
衞
將
軍
に
拜
す
︒

李
光
顏
軍

太
和
四

(八
三
〇
)

・
柳
公
綽
︑
河
東
を
領
す
︒
奏
せ
ら
く
︑
陘
北
の
沙
陀
は
素
よ
り
九
姓
・
六
州
の
爲
に
畏
れ
ら

る
︒
部
人
三
千
を
料
し
て
北
邊
を
禦
ぎ
︑
代
北
行
營
と
號
す
︒
朱
耶
執
宜
に
陰
山
府
都
督
・

代
北
行
營
招
撫
G
を
�
け
︑
河
東
�
度
に
隸
す
︒

河
東
F
度
G

開
成
四

(八
三
九
)

・
囘
鶻
が
磧
口
を
徑
て
榆
林
塞
に
抵
る
︒
宰
相
掘
羅
勿
は
良
馬
三
百
を
以
て
朱
耶
赤
心
に
�
り
︑

共
に
頴
信
可
汗
を
攻
め
る
を
K
す
︒

不
�

會
昌
二−

三

(八
四
二−

八
四
三
)

・
(
河
東
)
�
度

劉
沔
︑
沙
陀
を
以
て
囘
鶻
を
殺
胡
山
に
擊
つ
︒

河
東
F
度
G

會
昌
四

(八
四
四
)

・
潞
を
伐
ち
︑
劉
稹
を
誅
す
︒
朱
耶
赤
心
に
詔
し
て
代
北
騎
軍
三
千
を
�
い
て
石
雄
に
隸
し
て

O
軍
と
爲
す
︒
潞
州
C
ぐ
や
︑
朔
州
刺
&
に
�
り
︑
代
北
軍

と
爲
す
︒

石
雄

大
中
元

(八
四
七
)

・
吐
蕃
︑黨
項
¢
び
囘
鶻
の
殘
眾
と
合
し
て
河
西
を
寇
し
︑太
原
の
王
宰
︑代
北
諸
軍
を
瓜
べ
て
(

討
す
︒沙
陀
常
に
深
く
入
り
︑
諸
軍
に
冠
た
り
︒
朱
耶
赤
心
︑
蔚
州
刺
&
・
雲
州
守
捉
G
に
�
す
︒

王
宰

咸
"
十

(八
六
九
)

・
龐
勛
の
亂
︒
義
成
の
康
承
訓
に
詔
し
て
行
營
招
討
G
と
爲
し
︑
朱
耶
赤
心
︑
突
騎
三
千
を
以

て
從
う
︒
勛
C
ぐ
や
︑
大
同
軍
F
度
G
に
(
む
※

︒

義
成
F
度
G
康
承
訓

咸
"
十

(八
六
九
)

・
囘
鶻
︑
榆
林
を
襲
擊
し
︑
靈
・
鹽
を
擾
す
︒
李
國
昌
に
詔
し
て
鄜
�
F
度
G
と
爲
す
︒

乾
符
元

(八
七
四
)

・
囘
鶻
︑
印
た
天
德
を
寇
す
︒
李
國
昌
を
振
武
�
度

に
徙
し
︑
檢
校
司
徒
に
(
む
︒

〔出
典
︺﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
︑
六
一
五
三−

六
一
五
六
頁

※
大
同
F
度
G
は
八
七
八
年
に
設
置
︒
防
禦
G
か
︒



第
二
�

振
武
の
鐵
勒
渾
部
と
契
苾

渾
瑊
は
︑
德
宗
が
奉
天
に
蒙
塵
す
る
と
直
ち
に
家
僕
數
十
騎
を
連
れ
て
奉
天
に
至
り
︑
奉
天
の
防
衞
に
�
も
功
績
が
あ
っ
た
︒
興
元
元
年
に

は
朱
泚
を
d
っ
て
涇
州
に
至
り
︑
そ
の
首
を
獻
じ
る
な
ど
朱
泚
の
亂
の
鎭
壓
に
�
も
功
績
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
彼
は
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三

四
︑
渾
瑊
傳
﹇
三
七
〇
三
頁
﹈
に
︑

渾
瑊
は
︑
皋
蘭
州
の
人
な
り
︑
本
と
鐵
勒
九
姓
部
落
の
渾
部
な
り
︒
高
祖
の
大
俟
利
發
︑
渾
阿
貪
荏
は
︑
貞
觀
中
に
皋
蘭
州
刺
&
た
り
︒

曾
祖
元
慶
︑
祖
大
壽
︑
父
釋
之
︑
皆
な
代
よ
皋
蘭
都
督
た
り
︒

と
い
い
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
七
五
下
︑
宰
相
世
系
表
﹇
三
三
七
九
頁(30

)
﹈
に
︑

渾
氏
⁝
迥
貴
よ
り
瑊
に
至
る
ま
で
︑
世
よ
皐
蘭
州
都
督
を
襲
う
︒

と
い
う
︑
鐵
勒
系
の
渾
部
に
置
か
れ
た
羈
縻
州
で
あ
る
皋
蘭
州
の
出
身
で
あ
り
︑
�
初
の
人
物
と
考
え
ら
れ
る
高
祖
の
迥
貴
か
ら
渾
瑊
に
至
る

ま
で
︑
代
々
皋
蘭
州
都
督
を
帶
び
て
い
た
︒﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
七
上
︑
囘
鶻
傳
上
お
よ
び
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
九
五
︑
迴
紇
傳
の
記
載
に
よ
る

と
︑
武
則
天
の
時
�
に
は
囘
紇
・
契
苾
・
思
結
・
渾
の
四
部
が
︑
甘
州
・
涼
州
の
閒
に
安
置
さ
れ
て
い
た(31

)
︒

『奉
天
錄
﹄
卷
一
に
は
渾
瑊
が
﹁
家
僕
數
十
騎
﹂
を
連
れ
て
長
安
で
﹁
後
殿
と
敢
死
の
士
を
收
集
﹂﹇
二
三
頁
﹈
し
て
か
ら
奉
天
の
行
在
に
驅

け
つ
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
家
僕
﹂
は
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
五
五
︑
渾
瑊
傳
で
は
﹁
M
の
奉
天
に
狩
す
る
や
︑
瑊
︑
家
人
の
子

弟
を
�
い
て
以
て
從
う
﹂﹇
四
八
九
三
頁(32

)
﹈
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
騎
馬
の
﹁
家
僕
﹂
や
﹁
家
人
子
弟
﹂
は
皋
蘭
州
の
部
民
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
︒ま

ず
︑
渾
部
と
も
う
一
つ
の
羈
縻
州
で
あ
る
賀
蘭
州
の
契
苾
部
と
の
關
係
︑
そ
し
て
渾
部
の
�
在
を
示
す
た
め
に
︑
渾
瑊
の
系
�
を
示
し
て

み
よ
う
︒﹃
怨
�
書
﹄
卷
七
五
下
︑
宰
相
世
系
表
﹇
三
三
七
九−

三
三
八
三
頁
﹈
お
よ
び
﹁
渾
瑊
碑(33

)
﹂・﹁
渾
偘
碑(34

)
﹂
等
に
よ
る
と
︑
そ
の
大
ま

か
な
世
系
は
︻
渾
氏
系
�
︼
の
よ
う
に
な
る
︒
岑
仲
勉
氏
に
よ
る
と
︑
渾
潭
の
帶
び
た
左
玉
鈐
衞
大
將
軍
と
い
う
職
は
隋
代
に
は
存
在
せ
ず
︑
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領
軍
衞
が
龍
朔
年
閒
に
戎
衞
と
さ
れ
︑
光
宅
元
年

(六
八
四
)
に
玉
鈐
衞
と
さ
れ
︑
神
龍
年
閒
に
再
び
領
軍
衞
に
戾
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
迥

貴
の
帶
び
た

韜
衞
大
將
軍
も
同
年
に
威
衞
か
ら

韜
衞
に
變
え
ら
れ
︑
神
龍
年
閒
に
復
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
二
人
は
武
則
天
時

�
の
人
で
あ
る
と
い
う(35

)
︒

渾
瑊
が
�
い
る
皋
蘭
州
と
︑
後
に
﹁
代
北
五
部
﹂
と
し
て
沙
陀
集
團
の
中
核
を
擔
う
こ
と
に
な
る
契
苾
部
落
と
は
︑
婚
姻
關
係
を
"
じ
て
友

好
關
係
に
あ
っ
た
︒
こ
れ
を
證
�
す
る
墓
誌
が
︑
c
年
寧
夏
囘
族
自
治
區
の
靑
銅
峽
市
で
發
見
さ
れ
た
﹁
渾
公
夫
人
契
苾
氏
墓
誌
銘(36

)
﹂
で
あ
る
︒

以
下
に
書
き
下
し
を
示
す
︒

大
�
左
屯
衞
將
軍
皐
蘭
州
都
督
渾
公
夫
人
契
苾
氏
墓
誌
銘
幷
び
に
序

夫
人
︑
諱
は
□
︑
姓
は
契
苾
氏
︑
其
の
先
は
陰
山
の
人
な
り
⁝
⁝
︒
曾
祖
扷
は
︑
隋
の
右
武
衞
大
將
軍
・
賀
蘭
州
都
督
な
り
︒
祖
何
力
は
︑

�
の
輔
國
大
將
軍
・
右
金
吾
衞
將
軍
・
駙
馬
都
尉
・
賀
蘭
州
都
督
・
申
國
公
な
り
︒
父
�
は
︑
�
の
鎭
軍
大
將
軍
・
行
左
屯
衞
將
軍
・
賀

蘭
州
都
督
・
涼
國
公
な
り
︒
⁝
⁝
神
龍
二
年
十
8
廿
六
日
︑
疾
に
遘
い
て
皋
蘭
州
の
官
舍
に
�
る
︑
春
秋
廿
©
四
︒
粤
に
景
雲
二
年
四
8

九
日
︑
窆
を
賀
蘭
山
の
南
原
に
�
し
︑
先
塋
に
祔
す
︒
禮
な
り
︒

墓
N
で
あ
る
渾
公
夫
人
の
契
苾
氏
は
︑
�
初
に
李
世
民
に
仕
え
て
蕃
將
と
し
て
©
名
な
契
苾
何
力
の
孫
で
あ
る(37

)
︒
契
苾
氏
の
夫
で
あ
る
皋
蘭
州

都
督
に
つ
い
て
は
記
営
が
な
い
が
︑
契
苾
氏
の
歿
年
が
七
〇
六
年
︑
渾
釋
之
の
生
年
が
七
一
六
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
釋
之
よ
り
O
の
世
代
に

當
た
る
元
慶
か
大
壽
の
ど
ち
ら
か
に
限
定
さ
れ
る
︒
そ
の
う
ち
︑
渾
大
壽
に
つ
い
て
は
﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三
五
︑
渾
瑊
傳
に
開
元
初

(七
一

三
)
に
長
安
で
左
領
衞
中
郞
將

(正
四
品
下
)
・
太
子
僕
同
正

(從
四
品
上
)
を
歷
任
し
た
こ
と
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
﹇
三
九
〇
三
頁
﹈︒
一
方
で
︑

墓
誌
銘
に
は
契
苾
夫
人
の
夫
で
あ
る
渾
公
は
七
一
一
年
の
時
點
で
よ
り
高
位
の
左
屯
衞
將
軍

(從
三
品
)
で
あ
っ
た
こ
と
が
�
記
し
て
あ
る
た

め
︑
契
苾
夫
人
の
夫
の
皋
蘭
州
都
督
は
渾
大
壽
で
は
な
く
渾
元
慶
と
推
定
で
き
る
︒
年
齡
を
考
え
る
と
渾
大
壽
は
契
苾
氏
の
�
生
と
は
考
え
に

く
い
も
の
の
︑
系
�
の
上
で
は
契
苾
氏
は
渾
瑊
の
曾
祖
母
に
當
た
る
︒
契
苾
氏
は
﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
に
よ
っ
て
�
末
ま
で
賀
蘭
州
都
督
を
世

襲
し
て
い
た
こ
と
が
�
�
し
て
お
り
︑
契
苾
夫
人
は
そ
の
直
系
の
生
ま
れ
で
あ
る
︒
皋
蘭
州
都
督
渾
公
と
の
婚
姻
關
係
は
︑
部
落
閒
の
友
好
關
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係
あ
る
い
は
同
ª
關
係
を
示
す
と
見
て
閒
«
い
な
い
︒

墓
誌
が
發
見
さ
れ
た
寧
夏
囘
族
自
治
區
の
靑
銅
峽
市
は
�
代
の
靈
武
の
c
傍
に
立
地
す
る
こ
と
か
ら
︑
神
龍
二
年

(七
〇
六
)
年
當
時
︑
皋

蘭
州
が
靈
武
附
c
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
�
�
す
る
︒

そ
の
後
︑
渾
釋
之
は
天
寶
五
載

(七
四
六
)
に
靈
武
で
防
秋
に
當
た
り
︑
廣
德
中

(七
六
三−

七
六
四
)
に
靈
武
で
戰
歿
し
て
い
る
こ
と
か
ら

(﹃
怨
�
書
﹄
卷
一
三
四
︑
渾
瑊
傳
﹇
三
七
〇
三
頁
﹈
)
︑
少
な
く
と
も
七
六
〇
年
代
ま
で
は
靈
武
に
い
た
も
の
と
想
定
で
き
る
︒
渾
瑊
は
一
一
歲
で
邊

部
に
仕
え
︑
朔
方
軍
の
軍
事
活
動
に
從
い
つ
つ
靈
州
左
司
馬
︑
邠
州
刺
&
を
歷
任
し
た
︒
こ
の
頃
は
﹁
渾
瑊
碑
﹂
に
﹁
其
の
閒
︑
地
を
河
曲
に

開
き
︑
以
て
九
蕃
を
靜
む
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
渾
瑊
と
�
部
で
あ
る
皋
蘭
州
は
河
曲

(
オ
ル
ド
ス
)
で
大
き
な
勢
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

た
︒こ

の
よ
う
な
婚
姻
關
係
に
基
づ
く
友
好
關
係
が
︑
實
際
の
軍
事
行
動
に
表
れ
た
事
例
と
し
て
︑
渾
部
と
契
苾
部
が
共
同
で
軍
事
行
動
に
當

た
っ
た
こ
と
を
示
す
﹁
河
西
破
蕃
\
露
布
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
六
四
八
︑
三
三
三
三
頁
)
が
あ
る
︒
こ
れ
は
開
元
二
五
年

(七
三
七
)
に
河
西
F
度

G
の
崔
希
逸
が
吐
蕃
を
打
破
し
た
戰
役
の
露
布
で
あ
る
が
︑
こ
の
中
で
�
側
の
布
陣
を
示
す
�
違
中
に
︑

印
た
大
將
軍
渾
大
寧
・
契
苾
嘉
賓
を
し
て
各
の
步
兵
を
領
せ
し
め
⁝
三
水
の
\
境
に
お
い
て
掎
角
を
爲
さ
し
む
︒

と
見
え
る
︒
渾
大
寧
は
O
出
の
墓
N
契
苾
氏
の
夫
で
あ
る
渾
元
慶
の
子
で
あ
り

(︻
渾
氏
系
�
︼
)
︑
契
苾
嘉
賓
は
契
苾
"
の
祖
父
に
當
た
る(38

)
︒
墓

N
の
契
苾
氏
が
若
く
し
て
歿
し
て
か
ら
旣
に
三
〇
年
を
經
て
い
る
が
︑
渾
部
と
契
苾
部
は
そ
の
友
好
關
係
を
維
持
し
︑
共
に
軍
事
行
動
に
參
加

し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒

契
苾
部
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
は
か
つ
て
振
武
F
度
G
﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
お
よ
び
﹁
契
苾
公
妻
何
氏
墓
誌
銘
﹂
の
分
析(39

)
を
"
し
て
︑
�
初
に

�
に
歸
附
し
︑
河
西
囘
=
に
安
置
さ
れ
た
契
苾
部
落
が
︑
お
お
よ
そ
八
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は
︑
河
西
囘
=
か
ら
靈
武
を
經
て
振
武
軍
に
移
動
し

て
い
っ
た
こ
と

(第
一
違
二
・
三
F
參
照
)
︑
契
苾
部
落
も
ソ
グ
ド
人
と
の
つ
な
が
り
を
持
ち
︑
吐
谷
渾
・
契
苾
・
沙
陀
三
部
落
は
�
末
に
お
い

て
﹁
五
部
﹂
と
總
稱
さ
れ
て
お
り
︑
九
〇
〇
年
頃
に
は
吐
谷
渾
と
と
も
に
沙
陀
集
團
の
中
に
取
り
�
ま
れ
︑
沙
陀
集
團
の
中
心
勢
力
を
形
成
し
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た
こ
と
を
論
じ
た
︒
で
は
︑
渾
部
は
ど
の
よ
う
な
經
雲
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

渾
瑊
は
大
曆
一
三
年

(七
七
八
)
に
郭
子
儀
の
下
で
單
于
副
都
護
・
振
武
軍
G
と
な
っ
て
囘
鶻

(ウ
イ
グ
ル
)
を
防
ぎ
︑
大
曆
一
四
年

(七
七

九
)
に
は
朔
方
F
度
G
の
縮
小
と
四
分
割
に
�
っ
て
︑
單
于
大
都
護
・
振
武
軍
・
中
東
二
$
影
城
・
鎭
北
¢
綏
銀
麟
¯
等
軍
州
F
度
營
田
G
と

な
り
︑
振
武
F
度
G
と
な
っ
た(40

)
︒
そ
の
後
す
ぐ
に
左
金
吾
衞
大
將
軍
・
左
街
G
に
閏
て
ら
れ
︑
興
元
元
年

(
七
八
四
)
三
8
に
は
靈
州
都
督
︑

靈
鹽
豐
夏
等
州
定
°
西
城
天
德
軍
F
度
G
を
s
ね
︑
朔
方
邠
寧
振
武
等
|
s
永
C
軍
奉
天
行
營
馬
副
元
帥
に
閏
て
ら
れ
て
い
る
︒
N
に
振
武
で

の
軍
事
行
動
に
當
た
っ
て
い
る
の
は
︑
渾
瑊
の
�
い
る
皋
蘭
州
の
渾
部
が
こ
の
地
域
で
勢
力
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
蘇
航
氏
も
指
摘
す
る

よ
う
に
︑
こ
の
頃
に
は
皋
蘭
州
の
部
民
は
振
武
か
ら
代
北
に
入
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
渾
部
の
移
動
の
經
雲
に
つ
い
て
は
︑
渾
瑊
の
孫
に

あ
た
る
渾
偘
の
神
|
碑

(﹁
渾
偘
碑
﹂
)
に
営
べ
ら
れ
て
い
る
︒

公
︑
諱
は
偘
︑
字
は
復
貴
︑
そ
の
先
は
姜
姓
の
後
に
し
て
︑
漢
郡マ

マ

渾
²
王
の
裔
な
り
︒
始
め
崤
北
に
居
り
︑
後
に
河
南
に
�
り
︑
今
は
代

人
と
爲
り
︑
山
西
の
右
族
と
爲
る
︒

渾
偘
は
︑
碑
�
に
よ
る
と
咸
"
六
年

(八
六
五
)
に
六
九
歲
で
死
去
し
た
の
で
︑
生
年
は
貞
元
十
三
年

(
七
九
七
)
で
あ
る
︒
渾
偘
自
身
は
長

安
に
葬
ら
れ
た
が
︑
渾
氏
は
�
に
影
附
し
た
後
に
河
南

(河
曲
部
︑
オ
ル
ド
ス
)
に
�
り
︑
當
時
は
す
で
に
代
人
で
山
西
の
右
族
で
あ
っ
た
と
い

う
︒今

︑
朱
泚
の
亂
以
影
に
振
武
F
度
G
と
な
っ
た
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
系
武
人
を
纏
め
る
と
︻
表
五
︼
の
よ
う
に
な
る
︒︻
渾
氏
系
�
︼
と
合
わ
せ

て
見
る
と
︑
渾
瑊
が
七
七
九
年
に
振
武
F
度
G
と
な
っ
た
後
︑
天
德
軍
防
禦
G
と
な
っ
た
渾
鋼
が
あ
り
︑
大
中
九
年

(
八
五
五
)
に
は
二
人
目

の
振
武
F
度
G
で
あ
る
渾
鐬
を
出
し
て
い
る(41

)
︒
振
武
F
度
G
は
︑
渾
瑊
を
嚆
矢
と
し
て
︑
朱
泚
の
亂
に
參
與
し
た
阿
跌
部
︑
さ
ら
に
ソ
グ
ド
人

軍
將
︑
契
苾
部
︑
そ
し
て
沙
陀
の
李
國
昌
や
李
克
寧
が
�
々
に
F
度
G
と
な
る
︑
沙
陀
突
厥
搖
籃
の
地
で
あ
っ
た
︒
渾
瑊
・
李

(阿
跌
)
光
(

の
閒
は
K
三
〇
年
開
い
て
い
る
が
︑
こ
の
閒
は
契
苾
"
が
振
武
の
都
知
兵
馬
G
と
し
て
在
任
し
た
�
閒
に
當
た
る
︹
第
三
F
參
照
︺︒
會
昌
年

閒
以
影
は
︑
米
曁
以
影
�
々
に
非
漢
族
の
F
度
G
が
´
生
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
︑
八
四
〇
年
に
發
生
し
た
ウ
イ
グ
ル
M
國
の
�
壞
に
�
因
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す
る
烏
介
可
汗
を
中
心
と
す
る
ウ
イ
グ
ル
の
南
�
と
︑
ウ
イ
グ
ル
對
策
に
貢
獻
し
た
吐
谷
渾
・
契
苾
・
沙
陀
三
部
落
の
功
績
が(42

)
︑
ソ
グ
ド
・
契

苾
・
沙
陀
ら
が
F
度
G
に
(
出
す
る
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
�
初
の
功
臣
の
子
孫
で
あ
り
︑
�
王

�
宗
室
の
血
も
$
け
繼
ぎ
︑
渾
部
と
も
姻
戚
關
係
に
あ
っ
た
契
苾
部
で
も
︑
�
王
�
へ
の
殊
勳
が
な
け
れ
ば
F
度
G
へ
の
(
出
は
困
難
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
︒

一
方
で
︑
�
王
�
に
對
す
る
殊
勳
を
擧
げ
得
た
と
い
う
こ
と
は
︑
吐
谷
渾
・
契
苾
・
沙
陀
三
部
落
が
こ
の
地
で
旣
に
確
固
と
し
た
地
步
を
築

き
︑
軍
功
を
擧
げ
う
る
武
力
集
團
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
河
東
・
代
北
に
お
い
て
︑
あ
ま
た
の
鐵
勒
系
の
�
牧
民
が
大
き
な
力

を
持
つ
�
初
の
基
礎
を
形
作
っ
た
の
が
︑
朱
泚
の
亂
で
殊
勳
を
あ
げ
た
渾
・
阿
跌
と
い
っ
た
勢
力
の
F
度
G
就
任
や
︑
こ
れ
と
表
裏
を
な
す
�

下
の
鐵
勒
系
羈
縻
州
民
の
移
動
で
あ
っ
た
︒
渾
氏
が
宰
相
を
出
す
ほ
ど
に
勢
力
を
得
た
背
後
に
は
︑
華
北
諸
藩
鎭
に
お
け
る
鐵
勒
系
羈
縻
州
民
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表
五

振
武
の
鐵
勒
・
ソ
グ
ド
系
F
度
G

年

�

姓

名

備

考

1

大
曆
一
四
年

(七
七
九
)

渾
瑊

(渾
)

2

元
和
五
年

(八
一
〇
)−

元
和
八
年

(八
一
三
)

阿
跌
光
(
↓
李
光
(

舊
書
︑
紀
︑
十
一
8
庚
戌
︑
以
代
州
刺
&
阿
跌
光
(
爲
單

于
大
都
護
・
振
武
麟
¯
F
度
荏
營
田
觀
察
押
蕃
落
G

3

會
昌
六
年

(八
四
六
)−

大
中
元
年

(八
四
七
)

米
曁

(ソ
グ
ド
)

4

大
中
元
年

(八
四
七
)−

大
中
二
年

(八
四
八
)

&
憲
忠

(奚
︑
ソ
グ
ド
)

5

大
中
六
年

(八
五
二
)−

大
中
八
年

(八
五
四
)

契
苾
"

(
契
苾
)

6

大
中
九
年

(八
五
五
)−

大
中
一
〇
年

(八
五
六
)

渾
鐬

(渾
)

渾
瑊
の
子

7

乾
符
元
年

(八
七
四
)−

乾
符
五
年

(八
七
八
)

李
國
昌

(沙
陀
)

8

中
和
元
年

(八
八
一
)−

中
和
四
年

(八
八
四
)

契
苾
璋

(
契
苾
)

9

景
福
元
年

(八
八
九
)−

天
復
三
年

(九
〇
三
)

石
善
友

(ソ
グ
ド
)

石
善
·
と
同
輩
か

10

天
祐
元
年

(九
〇
四
)−

天
祐
四
年

(九
〇
七
)

李
克
寧

(沙
陀
)

舊
&
︑
李
克
寧
傳
︑﹁
武
皇
之
季
弟
也
﹂

〔出
典
︺﹃
�
方
鎭
年
表
﹄
卷
一
︑
一
六
一−

一
八
三
頁
︒
舊
書
：
舊
�
書
︑
舊
&
：
舊
五
代
&



の
移
動
と
い
う
趨
勢
が
隱
さ
れ
て
お
り
︑
こ
こ
で
實
力
を
蓄
え
た
鐵
勒
系
部
落
の
羈
縻
州
が
後
に
沙
陀
突
厥
に
瓜
合
さ
れ
て
い
く
�
牧
勢
力
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
渾
部
が
沙
陀
に
¹
收
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
が
︑﹃
"
鑑
﹄
卷
二
五
五
︑
中
和
二
年

(八
八
二
)

十
二
8
條
に
附
す
﹃
h
治
"
鑑
考
衣
﹄
卷
二
四
�
引
の
﹃
後
�
太
祖
紀
年
錄
﹄﹇
一
六
九
頁
﹈
に
殘
さ
れ
て
い
る

(﹃
四
部
叢
刊
﹄
本
に
よ
る
)
︒

初
め
︑
克
讓
︑
潼
關
に
戰
い
て
敗
る
る
や
︑
\
を
南
山
に
@
け
ん
と
し
て
︑
佛
寺
に
隱
れ
︑
夜
︑
山
僧
の
爲
に
R
せ
ら
る
︒
紀
綱
渾
(
"
︑

»
を
冒
し
て
免
が
る
る
を
獲
︑
黃
巢
に
歸
す
︒

渾
偘
に
遲
れ
る
こ
と
二
十
數
年
後
︑
す
で
に
渾
氏
の
人
物
が
沙
陀
突
厥
と
合
液
し
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
時
代
が
下
っ
て

﹃
舊
五
代
&
﹄
卷
九
八
︑
安
重
榮
傳
に
收
め
る
後
晉
の
天
福
年
閒

(九
三
六−

九
四
四
)
の
上
奏
�
﹇
一
三
〇
二
頁
﹈
に
は
︑

續
き
て
準
る
に
︑
生
吐
渾
幷
び
に
渾
・
葜
苾
・
兩
突
厥
三
部
落
︑
南
北
し
て
沙
陀
・
安
慶
・
九
府
等
を
將
い
︑
各
の
部
族
の
老
小
領
︑
幷

び
に
牛
羊
・
車
帳
・
甲
馬
を
領
し
︑
七
八
路
よ
り
3
を
慕
い
て
歸
奔
し
︑
俱
に
五
臺
¢
び
當
府

(
成
德
軍
)
の
地
界
已
來

(
地
界
の
こ
ち
ら

側
)
に
至
り
て
安
泊
す
︒

と
い
う
記
事
が
見
え
る
︒
渾
部
は
︑
こ
の
時
�
ま
で
も
契
苾
部
落
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
吐
谷
渾
・
沙
陀
部
落
や
︑
沙
陀
三
部
落

の
一
つ
で
あ
り
ソ
グ
ド
系
部
落
と
さ
れ
る
安
慶
な
ど
も
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
後
五
代
に
至
る
ま
で
沙
陀
集
團
が
ま
と
ま
っ
て
行
動
し
て
い

た
と
想
定
で
き
る
︒
ま
た
︑
非
漢
族
出
身
者
で
振
武
F
度
G
と
な
っ
た
嚆
矢
が
渾
瑊
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
後
も
渾
氏
の
F
度
G
が
出
て
い
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
︑
渾
氏
と
そ
の
�
下
の
渾
部
に
置
か
れ
た
羈
縻
州
で
あ
る
皋
蘭
州
は
︑
お
そ
ら
く
は
渾
瑊
と
と
も
に
代
北
に
移
動
し
︑
そ
の
後

渾
氏
は
﹁
山
西
右
族
﹂
と
な
り
︑
九
世
紀
末
に
は
沙
陀
突
厥
と
合
液
し
た
と
想
定
で
き
る
︒

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
出
て
く
る
︒
渾
部
と
阿
跌
部
も
ま
た
︑
代
北
五
部
の
一
部
で
あ
る
契
苾
部
と
よ
く
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
︒
な
ぜ
︑

渾
部
と
阿
跌
部
は
�
王
�
が
把
握
す
る
﹁
代
北
五
部
﹂
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
渾
部
と
阿
跌
部
は
他
の
五
部

と
衣
な
り
︑
中
書
令
の
渾
瑊
と
侍
中
の
李
光
顏
を
出
し
た
﹁
宰
相
の
家
﹂
で
あ
り
︑
沙
陀
勃
興
O
の
早
い
時
�
か
ら
旣
に
刺
&
や
F
度
G
と
し

て
�
王
�
の
側
か
ら
�
牧
民
の
瓜
御
に
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
阿
跌
が
沙
陀
を
指
揮
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
旣
に
営
べ
た
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が
︑
渾
部
も
ま
た
︑
元
和
年
閒
の
こ
と
と
し
て
︑﹁
元
和
中
︑
�
州
の
沙
陀
部
︑
邊
¾
の
貪
に
苦
し
み
︑
震
擾
し
て
安
ま
ら
ず
︒
李
絳
円
言
し
︑

﹃
宜
し
く
才
職
の
稱
う
者
を
�
び
て
刺
&
と
爲
す
べ
し
﹄
と
︒
乃
ち

(渾
)
鎬
を
�
州
に
任
ず(43

)
︒﹂
と
い
う
︑
沙
陀
を
保
護
す
る
立
場
で
あ
っ
た
︒

第
三
�

河
東
・
代
北
の
鐵
勒
阿
跌
部
と
沙
陀

c
年
の
蘇
航
氏
と
山
下
將
司
氏
の
硏
究
に
よ
っ
て
阿
跌
に
關
す
る
硏
究
が
(
め
ら
れ
︑
鐵
勒
系
阿
跌
部
に
關
す
る
知
見
は
大
幅
に
增
大
し
た(44

)
︒

兩
氏
の
硏
究
に
よ
る
と
︑
阿
跌
部
が
漠
北
に
い
た
貞
觀
二
一
年

(六
四
七
)
に
羈
縻
州
で
あ
る
雞
田
州
部
落
が
設
置
さ
れ
︑
さ
ら
に
開
元
元
年

(七
一
三
)
に
は
靈
州
附
c
の
囘
樂
縣
に
復
置
さ
れ
た
︒
阿
跌
部
の
首
領
で
あ
っ
た
李
良
臣
は
朔
方
軍
に
隸
し
て
お
り
︑
彼
が
寶
應
元
年

(七
六

二
)
年
に
卒
す
る
と
︑
そ
の
子
で
あ
る
李
光
(
と
李
光
顏
兄
弟
は
︑
姉
の
夫
で
あ
る
舍
利
®
旃
が
河
東
F
度
G
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
廣
德

二
年

(七
六
四
)
に
は
太
原
に
移
動
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
森
部
豐
氏
が
紹
介
し
た
後
晉
の
鷄
田
府
部
落
長
&
﹁
何
君
政
墓
誌(45

)
﹂
に
見
え
る
鷄

田
府
が
︑
阿
跌
部
の
雞
田
州
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
蘇
氏
の
硏
究
に
よ
っ
て
�
ら
か
に
な
っ
た
︒

八
〇
九
年
に
范
希
�
に
從
っ
て
東
�
し
た
當
初
の
沙
陀
部
落
は
︑
河
東
F
度
G
の
管
�
下
に
あ
っ
た
も
の
の
︑
現
實
�
に
は
こ
の
阿
跌
部
の

下
で
李
光
顏
の
指
揮
を
$
け
る
立
場
に
あ
っ
た
︒︻
表
四
︼
に
示
し
た
沙
陀
の
動
向
か
ら
は
︑
河
東
に
移
動
後
の
沙
陀
は
一
八
年
に
わ
た
っ
て

李
光
顏
の
軍
の
下
に
置
か
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
蘇
航
氏
は
︑
李
光
顏
が
河
東
を
離
れ
て
も
な
お
河
東
蕃
部
を
瓜
�
す
る
形
が
繼
續
し
て
お
り
︑

阿
跌
部
が
河
東
蕃
部
を
瓜
�
し
た
の
は
戰
時
に
限
ら
な
い
と
い
い
︑
李
光
(
が
代
州
刺
&
に
任
じ
ら
れ
た
際
に
石
嶺
鎭
兵
馬
G
・
代
北
軍
G
も

s
ね
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
の
年
代
に
つ
い
て
︑
山
下
氏
は
貞
元
一
六
年

(八
〇
〇
)
頃
と
し
て
い
る(46

)
︒

で
は
︑
阿
跌
の
李
光
(
・
李
光
顏
兄
弟
は
︑
C
時
は
ど
の
よ
う
に
沙
陀
を
瓜
�
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
疑
問
を
解
く
�
と
な
る
︑
こ
の
閒

に
具
體
�
に
沙
陀
部
落
を
管
し
た
人
物
の
名
O
が
︑﹃
會
昌
一
品
集
﹄
に
殘
さ
れ
て
い
る
︒﹃
會
昌
一
品
集
﹄
卷
一
六
�
收
の
會
昌
四
年
三
8
十

四
日
の
日
附
を
持
つ
﹁
奏
晉
州
刺
&
李
丕
狀

緣
楊
弁
作
亂
時
︑
李
丕
殺
安
義
F
之
子
﹂
に
︑

右
︑
安
義
F
︑
沙
陀
の
兵
馬
を
管
す
る
こ
と
三
十
餘
年
︑
蕃
人
の
心
︑
�
も
讐
怨
を
尙
ぶ
に
緣
り
︑
戰
陣
の
際
︑
固
と
よ
り
堤
防
し
難
し(47

)
︒
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と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
會
昌
三
年
に
河
東
都
知
兵
馬
G
で
あ
っ
た
楊
弁
が
軍
亂
を
�
こ
し
て
河
東
F
度
G
の
李
石
を
Á
っ
た
時
︑
當
時
の
忻
州
刺

&
で
︑
ウ
イ
グ
ル
討
伐
で
石
雄
の
副
G
と
な
る
李
丕
が
︑﹁
蕃
人
﹂
で
あ
り
︑
三
十
餘
年
に
わ
た
っ
て
沙
陀
の
兵
馬
を
管
し
て
い
た
安
義
F
と

い
う
ソ
グ
ド
姓
の
人
物
の
子
を
斬
っ
た
た
め
︑
ウ
イ
グ
ル
征
伐
に
お
い
て
沙
陀
を
制
御
で
き
な
い
と
営
べ
て
い
る
︒
三
十
餘
年
と
い
え
ば
沙
陀

が
范
希
�
と
共
に
河
東
に
移
動
し
︑
李
光
顏
の
指
揮
を
$
け
て
い
た
時
�
か
ら
會
昌
四
年

(
八
四
四
)
ま
で
の
Z
�
閒
に
あ
た
る
︒
安
義
F
が

沙
陀
の
兵
馬
を
管
し
た
時
の
立
場
は
不
�
だ
が
︑
沙
陀
を
瓜
�
す
る
立
場
に
あ
っ
た
雞
田
州
の
李
光
顏
と
關
係
す
る
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
く
︑
ま
た
﹁
蕃
人
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
こ
の
安
義
F
に
つ
い
て
は
︑
長
慶
元
年

(八
二
一
)
七
8
に
鎭

州
の
成
德
軍
大
將
の
王
庭
湊
討
伐
に
參
與
し
た
將
校
五
九
人
を
列
擧
し
た
﹁
裴
度
等
承
天
題
記
﹂
(
以
下
︑﹁
承
天
題
記
﹂
と
略
稱
︒﹃
山
右
石
刻
叢

5
﹄
卷
八
︑
四
七−

五
三
葉
)
に
も
︑
阿
跌
の
李
昌
元
や
李
季
元
と
共
に
名
O
が
見
え
る
﹇
序
列
の
﹇
數
字
﹈
と

(

)
は
筆
者
に
よ
る
﹈︒

十
©
二
8
⁝
書
記
元
輿
に
命
じ
て
其
の
從
行
の
府
□
□
□
將
校
︑
凡
そ
五
十
九
人
を
錄
せ
し
め
︑
承
天
軍
西
の
石
壁
に
列
ぬ
︒﹇
1
﹈

鎭
州
四
面
行
營
都
招
討
・
河
東
F
度
觀
察
處
置
・
押
北
山
諸
蕃
等
G
・
太
原
尹
・
北
都
留
守
・
司
空
s
門
下
侍
郞
C
違
事
晉
國
公
︑
裴
度

⁝
(中
略
)
⁝
﹇
15
﹈
�
軍
都
知
兵
馬
G
・
儀
州
刺
&
s
御
&
中
丞
︑
李
昌
元

(
李
光
(
の
嗣
子
)
⁝
(
中
略
)
⁝
﹇
17
﹈
右
武
略
軍
G
s
監
察

御
&
︑
李
季
元

(李
光
顏
の
長
子
)
⁝
(中
略
)
⁝
﹇
27
﹈
右
軍
兵
馬
G
□
太
子
詹
事
︑
安
義
F
︒
(
後
略
)

『
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
﹇
六
一
五
五
頁
﹈
に
よ
れ
ば
︑
長
慶
元
年
に
行
わ
れ
た
鎭
州
討
伐
に
は
︑
沙
陀
も
動
員
さ
れ
て
お
り

(︻
表

四
︼
)
︑
朱
耶
執
宜
が
李
光
顏
と
共
に
獅
子
奮
Ã
の
活
>
を
し
た
こ
と
が
見
え
る
が
︑﹁
承
天
題
記
﹂
に
は
朱
耶
姓
の
人
物
は
見
え
な
い
︒﹁
承
天

題
記
﹂
に
は
名
O
を
確
*
で
き
な
い
人
物
が
六
名
お
り
︑
こ
こ
に
含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
︑
安
義
F
が
﹁
沙
陀
を
管
し
﹂
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
︑
こ
の
安
義
F
の
�
下
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
と
す
れ
ば
︑
阿
跌
に
よ
る
沙
陀
の
瓜
御
は
必
ず
し
も
直
接
瓜
�
下
に
置
く
の

で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
ソ
グ
ド
系
の
武
人
が
介
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒
そ
し
て
︑
他
部
落
で
あ
る
沙
陀
の
瓜
�
に
關
與
し
て
い
る
こ

と
や
︑
阿
跌
李
氏
よ
り
下
位
で
は
あ
る
と
は
い
え
同
樣
に
﹁
承
天
題
記
﹂
に
列
擧
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
ソ
グ
ド
系
の
武
人
は
︑

安
義
F
一
人
で
は
な
く
︑
©
力
な
武
力
集
團
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う(48

)
︒
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李
光
(
は
元
和
四
年

(八
〇
九
)
か
ら
元
和
六
年

(八
一
一
)
ま
で
代
州
刺
&
・
代
北
軍
G
の
官
職
を
帶
び
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
李
光
(
は

靈
武
F
度
G
を
拜
し

(在
任
：
八
一
三−

八
一
六
)
︑
任
地
で
歿
し
た
︒
そ
の
後
︑
李
光
顏
が
忠
武
軍
F
度
G
か
ら
河
東
F
度
G
に
移
っ
た

(
在

任
：
八
二
五−

八
二
六
)
︒
一
方
の
沙
陀
は
︑
朱
耶
執
宜
が
八
二
一
年
に
宿
衞
に
入
っ
た
も
の
の
︑
八
三
〇
年
に
代
北
行
營
招
撫
G
と
な
り
︑
河

東
F
度
G
に
隸
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
閒
の
沙
陀
に
關
す
る
�
報
は
限
ら
れ
る
が
︑
八
三
〇
年
時
點
で
す
で
に
陘
北

(
陘
嶺
︑
句
Å
山
の

北
)
で
畏
れ
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

(︻
表
四
︼
)
︑
八
二
一
年
以
影
も
代
北
に
あ
っ
て
阿
跌
の
李
光
顏
の
瓜
御
を
$
け
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
︒

と
す
れ
ば
︑
李
光
顏
は
河
東
F
度
G
の
ま
ま
歿
し
た
た
め
︑
�
後
は
河
東
F
度
G
の
指
揮
を
$
け
て
い
た
こ
と
に
な
り
︑
�
王
�
側
が
そ
の
形

を
d
*
し
た
も
の
と
い
え
る
︒
�
い
で
會
昌
年
閒

(八
四
一−

八
四
六
)
に
は
朱
耶
赤
心
が
代
北
軍
G
と
な
っ
た
︒
こ
の
後
︑
沙
陀
の
朱
耶
氏

は
後
々
ま
で
代
州
を
本
據
地
と
し
︑
李
克
用
の
墓
も
代
州
に
存
在
す
る(49

)
︒
李
光
顏
の
死
去
後
の
阿
跌
の
根
據
地
に
つ
い
て
は
確
か
な
こ
と
は
不

�
で
あ
る
が
︑
森
部
豐
氏
は
後
晉
時
�
に
鷄
田
府
部
落
が
存
在
し
た
場
�
を
雲
・
朔
の
閒
と
し(50

)
︑
蘇
航
氏
は
李
光
(
・
李
光
顏
の
時
代
に
代
州

に
移
動
し
た(51

)
と
す
る
︒
お
そ
ら
く
︑
沙
陀
と
阿
跌
は
︑
阿
跌
が
沙
陀
を
瓜
御
し
た
時
�
か
ら
五
代
時
�
ま
で
︑
長
�
に
わ
た
っ
て
c
接
す
る
地

點
に
:
み
續
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
關
係
か
ら
︑
沙
陀
が
代
北
で
勢
力
を
つ
け
て
く
る
と
李
光
(
・
李
光
顏
の
時
代
と
は
形
を

變
え
て
沙
陀
と
共
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
︑
O
営
の
後
晉
の
天
福
年
閒
に
代
州
で
歿
し
た
鷄
田
州
部
落
長
&
の
墓
誌
は
︑
そ
の
結
果
と
し
て

殘
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る(52

)
︒

代
北
に
お
け
る
阿
跌
部
の
具
體
�
な
狀
況
に
つ
い
て
は
︑
李
光
顏
の
第
四
子
の
李
�
元
を
朔
州
刺
&
に
除
す
る
制
か
ら
�
ら
か
に
な
る
︒
杜

牧
﹃
樊
川
�
集
﹄
卷
一
八
﹁
李
�
元
除
朔
州
刺
&
制(53

)
﹂
に
︑

敕
す
︒
銀
靑
光
祿
大
夫
・
檢
校
國
子
祭
酒
・
O
G
持
F
都
督
¯
州
諸
軍
事
s
¯
州
刺
&
・
御
&
中
丞
・
閏
本
州
押
蕃
落
¢
義
勇
軍
等

G
・
上
Æ
國
李
�
元
︒
⁝
⁝
長
慶
よ
り
已
影
︑
制
置
を
怠
り
︑
西
北
の
守
帥
︑
多
く
其
の
人
に
非
ず
︑
種
落
を
�
Ç
し
︑
厚
く
自
ら
封
殖

し
︑
忿
鷙
の
性
を
し
て
︑
欺
奪
の
苦
し
み
に
甘
ん
ぜ
ざ
ら
し
む
る
に
至
る
︒
c
者
聚
り
て
內
寇
を
爲
し
︑
乃
ち
天
下
を
騷
動
す
る
に
至
る
︒

⁝
⁝
僉
な
曰
く
︑
�
元
︑
家
︑
本
と
北
邊
に
あ
り
︑
志
氣
は
慷
慨
︑
將
軍
の
子
に
し
て
︑
頗
る
父
の
業
を
傳
う
︒
⁝
⁝
深
く
國
士
た
ら
ん
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と
�
し
︑
家
聲
を
頽
す
無
か
れ
︒
檢
校
國
子
祭
酒
・
G
持
F
朔
州
諸
軍
事
s
朔
州
刺
&
・
御
&
中
丞
た
る
べ
し
︑
散
官
・
勳
は
故
の
如
し
︒

こ
れ
は
G
持
F
都
督
¯
州
諸
軍
事
s
¯
州
刺
&
・
閏
本
州
蕃
落
¢
義
勇
軍
等
G
で
あ
っ
た
阿
跌
部
の
李
�
元
が
大
中
五
年

(八
五
一
)
頃
に
朔

州
刺
&
を
拜
し
た
こ
と
を
示
す(54

)
︒
李
�
元
は
︑
李
光
顏
が
河
東
F
度
G
在
任
中
に
歿
し
た
寳
曆
二
年

(八
二
六
)
時
は
朔
州
司
馬
で
︑
朔
州
と

緣
が
深
い
︒

¯
州
刺
&
か
ら
檢
討
し
よ
う
︒
實
は
¯
州
刺
&
の
歷
代
の
就
任
者
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
︒﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
の
記
錄
に
よ
れ
ば
︑
"

の
父
で
あ
る
契
苾
漪
は
﹁
皇
持
F
都
督
¯
州
諸
軍
事
・
¯
州
刺
&
・
閏
本
州
押
蕃
落
義
勇
軍
等
G
・
s
侍
御
&
・
贈
鴻
臚
卿
﹂
で
あ
り
︑
郁
賢

à
氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
元
和
中

(八
〇
六−

八
二
〇
)
の
こ
と
と
い
う
︒
�
に
¯
州
刺
&
に
な
っ
た
こ
と
が
�
�
す
る
の
は
や
は
り
契
苾
氏
出

身
の
契
苾
"

(開
成
末

(八
四
〇
)
頃
)
で(55

)
︑
さ
ら
に
一
〇
年
を
經
て
¯
州
刺
&
と
な
っ
た
の
が
阿
跌
の
李
�
元
で
あ
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は

當
時
の
契
苾
部
と
ほ
ぼ
同
等
の
勢
力
を
©
し
て
お
り
︑
阿
跌
の
李
�
元
の
存
在
は
︑
な
お
¯
州
や
朔
州
の
�
牧
部
落
を
瓜
�
す
る
力
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
︒

�
に
︑
李
�
元
の
O
後
に
朔
州
刺
&
に
な
っ
た
人
物
を
擧
げ
て
み
よ
う
︒︻
表
六
︼
に
よ
る
と
︑
李
�
元
は
代
北
軍
G
も
s
ね
る
沙
陀
の
李

國
昌
の
後
に
朔
州
刺
&
と
な
っ
て
い
る
︒
李
�
元
が
朔
州
刺
&
を
拜
す
る
と
ほ
ぼ
同
時
に
︑
契
苾
"
は
振
武
F
度
G
に
昇
任
し
た
︒
こ
の
時
�

の
代
北
は
振
武
の
契
苾
︑
朔
州
の
阿
跌
︑
蔚
州
の
沙
陀
と
い
う
�
置
に
な
っ
て
お
り
︑
當
時
は
契
苾
部
を
筆
頭
に
︑
鐵
勒
系
・
沙
陀
系
部
落
が

い
ず
れ
も
强
い
勢
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
當
時
の
阿
跌
部
は
︑
沙
陀
と
拮
抗
す
る
勢
力
と
し
て
︑
代
州
・
朔
州
附
c
で
�

牧
し
︑
沙
陀
と
も
c
い
關
係
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う(56

)
︒

で
は
︑
振
武
F
度
G
に
(
出
す
る
O
は
︑
契
苾
部
は
代
北
で
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
鐵
勒
部
落
が
州
刺
&
レ
ベ
ル
の

地
位
に
あ
る
時
�
の
實
力
を
示
す
事
例
と
し
て
檢
討
し
て
み
よ
う
︒
代
北
に
移
っ
て
閒
も
な
い
元
和
中

(
八
〇
六−

八
二
〇
)
に
契
苾
"
の
父

の
契
苾
漪
が
旣
に
¯
州
刺
&
・
押
蕃
落
G
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
契
苾
公
夫
人
何
氏
墓
誌
銘
﹂
の
誌
�
中
に
﹁
始
め
そ
の
家
に
至
る

や
︑
契
苾
公
は
乃
ち
振
武
の
都
頭

(
都
知
兵
馬
G
)
た
り
︑
權
は
萬
餘
の
兵
を
握
る
﹂
(第
十
行
)
と
い
い
︑﹁
伉
儷
た
り
て
よ
り
四
十
餘
年
﹂
と
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あ
る
こ
と
か
ら
︑
何
氏
夫
人
が
嫁
し
た
八
〇
〇
年
よ
り
少
し
後
に
は
︑
旣
に
振
武
の
大
勢
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
時
�
に
つ
い
て
︑

契
苾
"
墓
誌
銘
で
は
﹁
都
押
衙
・
馬
步
都
知
兵
馬
G
﹂
と
見
え
︑
東
$
影
城
G
に
移
る
ま
で
長
�
に
わ
た
っ
て
こ
の
地
位
に
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑

范
希
�
が
F
度
G
で
あ
っ
た
八
〇
〇
年
頃
か
ら
阿
跌
の
F
度
G
時
代
を
歷
て
︑
長
�
に
わ
た
っ
て
F
度
G
の
す
ぐ
下
で
振
武
軍
の
軍
務
を
瓜
括

し
て
い
た
の
が
契
苾
"
で
あ
り
︑
若
年
で
任
官
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
契
苾
部
は
渾
部
と
共
に
旣
に
相
當
の
勢
力
を
持
っ
て
い
た
と
想
定
で

き
る
︒
振
武
F
度
G
と
な
っ
た
契
苾
"
が
大
中
八
年
に
七
〇
歲
で
卒
す
る
と
︑
�
い
で
渾
瑊
の
子
の
渾
鐬
が
振
武
F
度
G
と
な
る

(
大
中
九−

一
〇
年
)
︒
渾
鐬
は
元
和
初
年

(八
〇
六
)
に
は
旣
に
豐
州
刺
&
に
任
官
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
當
時
旣
に
高
齡
で
あ
り
︑
契
苾
"
と
同
年
�
と

考
え
ら
れ
る
︒
契
苾
部
と
渾
部
で
立
て
續
け
に
振
武
F
度
G
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
渾
部
と
契
苾
部
の
繫
が
り
を
示
す
と
共
に
︑
代
北
地
域

で
の
鐵
勒
系
部
落
の
强
さ
を
示
し
て
い
る
︒
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
後
�
�
の
�
王
�
は
そ
の
時
々
の
領
內
に
勢
力
を
©
す
る
�

牧
集
團
に
瓜
御
を
委
ね
る
形
で
北
邊
を
維
持
し
て
い
た(57

)
︒
�
王
�
は
︑
こ
う
し
た
�
牧
部
落
を
瓜
御
す
る
力
を
持
ち
︑﹁
任
G
已
に
熟
す(58

)
﹂
と

思
わ
れ
た
蕃
將
を
各
地
に
�
す
る
こ
と
で
︑
東
�
を
續
け
る
鐵
勒
系
や
党
項
部
落
を
瓜
御
し
︑
北
邊
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
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表
六

朔
州
刺
&

年

次

氏

名

出

身

出

典

1

會
昌
二−

三
年

(八
四
二−

八
四
三
)

石
雄

−

怨
書
︑
本
傳

2

會
昌
四−

大
中
三
年

(八
四
四−

八
四
九
)

李
國
昌

沙
陀

怨
書
︑
沙
陀
傳

3

大
中
五
年

(八
五
一
)
頃

李
�
元

阿
跌

杜
牧
﹁
李
�
元
除
朔
州
刺
&
制
﹂

4

大
中
一
二
年

(八
五
八
)

段
威

−

舊
書
︑
宣
宗
紀

5

咸
"
一
〇
年

(八
六
九
)

李
克
修

沙
陀

舊
五
代
&
︑
本
傳

6

廣
�
元
年

(八
八
〇
)

高
�
集

−

舊
五
代
&
︑
�
武
皇
紀
︑
上

7

廣
�
元
年

(八
八
〇
)

米
海
萬

ソ
グ
ド

舊
書
︑
僖
宗
紀

〔出
典
︺﹃
�
刺
&
考
Z
5
﹄
卷
九
六
︑
河
東
|

朔
州
︑
一
三
五
四−

一
三
五
五
頁



第
四
�

河
東
・
代
北
の
鐵
勒
部
落
出
身
者
の
任
官
地

代
北
へ
と
移
動
し
た
渾
部
や
契
苾
部
は
︑
據
點
を
代
北
に
移
し
て
も
︑
そ
の
勢
力
は
代
北
に
限
ら
れ
な
い
︒
各
地
の
部
落
を
瓜
御
し
て
い
た

當
時
の
�
牧
首
領
に
と
っ
て
は
︑
子
息
を
各
地
に
�
置
し
︑
自
ら
も
各
地
で
任
官
し
た
こ
と
は
︑
部
落
の
勢
力
を
反
映
す
る
だ
け
で
な
く
︑
%

に
强
3
す
る
效
果
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
山
下
將
司
氏
は
︑
沙
陀
や
阿
跌
︑
突
厥
の
例
を
取
り
上
げ
て
︑﹃
怨
�
書
﹄
卷
二
一
八
︑
沙
陀
傳
﹇
六

一
五
五
頁
﹈
に
あ
る
﹁
之
を
頃
く
し
て
︑
(范
)
希
�
︑
太
原
に
鎭
す
れ
ば
︑
因
り
て
沙
陀
に
詔
し
て
軍
を
舉
げ
て
之
に
從
わ
し
む
︒
希
�
︑

乃
ち
其
の
勁
騎
千
二
百
を
料
り
︑
沙
陀
軍
と
號
し
︑
軍
G
を
置
き
︑
餘
衆
を
定
襄
川
に
置
く
︒
執
宜
︑
乃
ち
神
武
川
の
黃
花
堆
を
保
つ
︒﹂
と

い
う
記
錄
に
基
づ
き
︑﹁
部
落
自
體
は
河
東
北
部
に
安
置
さ
れ
て
�
牧
形
態
を
維
持
す
る
一
方
︑
�
出
さ
れ
た
騎
馬
兵
が
首
領
に
�
い
ら
れ
て

河
東
軍
や
忠
武
軍
に
從
軍
﹂
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た(59

)
︒
ま
た
︑︻
表
四
︼
を
仔
細
に
檢
討
す
る
と
︑
邊
防
へ
の
動
員
に
は
二
つ
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
が
�
る
︒
す
な
わ
ち
︑
部
落
を
動
員
し
て
別
の
人
物
の
瓜
�
下
で
征
伐
へ
從
軍
さ
せ
る
場
合
と
︑
ü
帥
自
身
を
軍
G
や
州

刺
&
ま
た
は
F
度
G
に
拜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
�
部
を
�
い
て
邊
防
に
動
員
す
る
場
合
と
で
あ
る(60

)
︒
と
り
わ
け
後
者
は
︑
&
料
上
は
あ
た
か

も
ü
帥
だ
け
が
任
地
に
赴
い
た
よ
う
に
書
か
れ
る
が
︑
例
え
ば
︑
元
和
八
年
に
は
︑
囘
鶻
が
磧
南
を
�
ぎ
る
と
朱
耶
執
宜
を
天
德
に
屯
せ
し
め

て
お
り
︑
咸
"
十
年
に
は
囘
鶻
が
楡
林
を
襲
擊
し
︑
靈
・
鹽
を
擾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
李
國
昌
を
鄜
�
F
度
G
に
任
じ
て
い
る
︒
乾
符
元
年
に

は

囘
鶻
が
天
德
を
寇
し
た
た
め
に
李
國
昌
を
振
武
F
度
G
に
徙
し
た
と
い
う
︒
こ
れ
ら
の
事
例
は
�
ら
か
に
沙
陀
の
兵
力
に
よ
っ
て
囘
鶻
に

反
擊
す
る
こ
と
が
目
�
で
あ
り
︑
少
な
く
と
も
沙
陀
の
騎
馬
軍
を
�
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
實
際
は
任
地
ま
た
は
別
地
か
ら
の
動
員
か
を

問
わ
ず
︑
�
部
以
外
の
�
牧
部
落
を
も
瓜
御
す
る
必
<
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
從
軍
だ
け
で
は
な
く
各
地
へ
の
任
官
に
も
邊
防
上
の
Ì

義
が
あ
り
︑
沙
陀
や
阿
跌
部
だ
け
で
な
く
︑
類
似
の
性
格
を
持
つ
渾
部
や
契
苾
部
も
ま
た
任
官
に
際
し
て
�
出
さ
れ
た
騎
馬
兵
を
�
い
た
と
想

定
す
る
必
<
が
あ
る
︒

渾
瑊
は
振
武
F
度
G
・
朔
方
F
度
G
を
經
て
河
中
F
度
G
へ
移
鎭
し
た
︒
彼
は
︑
河
中
F
度
G
で
あ
っ
た
李
懷
光
が
興
元
元
年

(七
八
四
)
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に
7
し
た
た
め
︑
靈
州
大
都
督
・
朔
方
F
度
G
・
邠
寧
振
武
永
C
奉
天
行
營
副
元
帥(61

)
と
し
て
李
懷
光
を
討
伐
し
︑
そ
の
後
河
中
F
度
G
に
�
り
︑

一
六
年
閒
に
わ
た
っ
て
在
任
す
る

(七
八
四−

七
九
九
)
︒
李
懷
光
の
7
亂
を
武
力
で
鎭
壓
し
た
直
後
で
あ
り
︑
瓜
治
機
能
の
囘
復
や
治
安
維
持

の
必
<
と
い
う
觀
點
か
ら
も
︑
渾
部
の
騎
馬
兵
が
從
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
渾
瑊
は
こ
の
後
も
各
地
の
行
軍
や
吐
蕃
討
伐
に
活
>

し
て
お
り
︑
こ
れ
も
渾
部
の
從
軍
が
な
け
れ
ば
困
難
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
渾
瑊
の
子
の
渾
鋼
は
天
德
軍
防
禦
G
︑
渾
鐬
は
元
和
初

(八
〇
六
)

に
豐
州
刺
&
・
天
德
軍
防
禦
G
と
な
り
︑
�
後
に
振
武
F
度
G
と
な
る
︒
渾
鎬
は
元
和
年
閒
に
は
�
州
刺
&
と
な
り
︑
そ
の
後
義
武
軍

(易

定
)
F
度
G
︑
そ
の
子
の
渾
偘
は
義
昌
軍

(
橫
海
軍
︑
滄
州
)
F
度
G
と
な
る
︒
こ
れ
ら
の
場
合
も
︑
單
身
で
の
任
官
で
は
な
く
渾
部
の
騎
馬

兵
を
�
い
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
特
に
�
州
刺
&
へ
の
就
任
時
は
沙
陀
の
瓜
御
と
い
う
目
�
が
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
︑
渾
の
出

身
と
い
う
だ
け
で
は
不
足
で
あ
り
︑
渾
部
の
騎
馬
兵
力
が
必
<
で
あ
っ
た
︒

阿
跌
の
李
光
(
は
上
営
の
よ
う
に
振
武
F
度
G
か
ら
靈
州

(朔
方
)
F
度
G
に
�
り
︑
三
年
目
に
歿
し
た
︒
李
光
顏
は
忠
武
軍
F
度
G
か
ら

長
慶
元
年
に
は
一
時
�
に
義
昌
軍
F
度
G
も
s
ね
︑
さ
ら
に
義
成
軍
F
度
G
・
邠
寧
F
度
G
を
經
て
河
東
F
度
G
に
�
移
し
た
︒
彼
ら
の
子
が

河
東
F
度
G
の
下
で
任
官
す
る
の
は
︑
本
部
の
�
在
地
に
c
い
と
い
う
他
に
︑
李
光
顏
が
河
東
F
度
G
在
任
時
に
歿
し
た
こ
と
と
關
聯
す
る
で

あ
ろ
う
︒
李
光
(
の
�
子
が
忠
武
軍
F
度
押
衙
と
な
る
の
は
︑
當
時
は
李
光
顏
が
忠
武
F
度
G
で
あ
っ
た
こ
と
と
關
聯
す
る
︒
李
�
元
が
若
年

時
か
ら
本
部
の
�
在
地
に
c
い
朔
州
で
任
官
す
る
他
︑
李
円
元
は
﹁
O
河
東
F
度
右
都
押
衙
﹂︑
李
播
元
は
﹁
O
河
東
F
度
押
衙
左
門
□
兵
馬

G
﹂
と
河
東
F
度
G
下
の
高
位
の
武
官
と
な
る
の
は
︑
李
光
顏
が
河
東
F
度
G
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
︑
他
は
禁
衞
の
將
軍
職
や
中
央
・
地
方

の
�
官
職
を
占
め
る
︻
表
七
︼︒
一
方
で
李
光
顏
の
長
子
の
李
昌
元
は
開
成
四
年

(八
三
九
)
か
ら
會
昌
三
年

(八
四
三
)
ま
で
鄜
坊
丹
�
等
州

F
度
觀
察
處
置
等
G
と
な
り
︑
末
子
の
李
安
元
は
︑
李
宴
元
の
名
で
咸
"
六
年

(
八
六
五
)
に
夏
州
刺
&
・
朔
方
等
F
度
G
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り(62

)
︑
阿
跌
部
が
�
末
ま
で
な
お
廣
範
圍
に
勢
力
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

契
苾
"
は
¯
州
刺
&
在
任
時
に
本
州
蕃
落
G
を
s
ね
て
お
り
︑
�
ら
か
に
�
部
以
外
の
蕃
部
落
を
瓜
括
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
蔚
州
刺
&

在
任
時
も
囘
鶻
討
伐
に
あ
た
っ
て
�
部
以
外
の
部
落
を
指
揮
で
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り(63

)
︑
振
武
F
度
G
在
任
當
時
も
�
部
以
外
の
蕃
部
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表
七

阿
跌
李
光
(
・
李
光
顏
の
子
の
任
官

父

名

官

職

年

�

1

李
光
(

嗣
子
・
季
元

河
東
衙
O
兵
馬
G
檢
校
太
子
賓
客
s
監
察
御
&
↓
右
武
略
軍
G

八
一
五
↓
八
二
一

2

李
光
(

燧
元

陳
許

(忠
武
)
F
度
押
衙
檢
校
太
子
賓
客
s
監
察
御
&

八
一
五

3

李
光
(

毅
元

八
一
五

4

李
光
(

綬
元

宣
義
郞
行
太
原
府
太
原
縣
尉

八
一
五

5

李
光
(

宗
元

八
一
五

6

李
光
(

吉
元

八
一
五

7

李
光
顏

昌
元

檢
校
戶
部
尙
書
s
御
&
大
夫
上
Æ
國
↓
"
議
大
夫
・
G
持
F
都
督
儀
州
諸
軍
事
・

儀
州
刺
&
・
s
御
&
中
丞
・
上
Æ
國
↓
御
&
大
夫
↓
羽
林
瓜
軍
↓
鄜
坊
丹
�
等

州
F
度
觀
察
處
置
等
G
・
檢
校
戶
部
尙
書
・
s
御
&
大
夫

八
二
六
↓
八
二
一
↓
？
↓
八
四
〇
～
八
四
三

8

李
光
顏

扶
元

守
左
龍
武
軍
大
將
軍
知
軍
事
s
御
&
中
丞

八
二
六

9

李
光
顏

繼
元

O
太
常
寺
N
Ð

八
二
六

10

李
光
顏

�
元

守
朔
州
司
馬
s
監
察
御
&
↓
¯
州
刺
&
↓
朔
州
刺
&

八
二
六−

～
八
五
一
？−

八
五
一

11

李
光
顏

円
元

O
河
東
F
度
右
都
押
衙
・
檢
校
國
子
祭
酒
・
s
殿
中
侍
御
&

八
二
六

12

李
光
顏

興
元

O
守
衢
王
友
s
監
察
御
&

八
二
六

13

李
光
顏

榮
元

守
右
羽
林
軍
瓜
軍
・
檢
校
左
散
騎
常
侍
・
s
御
&
大
夫

八
二
六

14

李
光
顏

奉
元

O
行
太
原
府
淸
源
縣
丞

八
二
六

15

李
光
顏

播
元

O
河
東
F
度
押
衙
左
門
□
兵
馬
G
・
s
監
察
御
&

八
二
六

16

李
光
顏

安
元

右
軍
先
鋒
兵
馬
G
・
守
右
驍
衞
將
軍
↓
右
金
吾
衞
大
將
軍
↓
夏
州
刺
&
・
朔
方

等
F
度
G

八
二
六
↓
八
六
五
～
八
六
九

〔出
典
︺
『舊
�
書
﹄
卷
一
九
︑﹃
�
方
鎭
年
表
﹄
卷
一

(以
上
︑
中
華
書
局
)︑﹁
李
光
(
碑
﹂
(﹃
山
右
石
刻
叢
5
﹄
卷
八
︑
三
三−

四
〇
葉
︒﹃
Z
�
�
﹄
五
四
三
︑
山
西
敎
育
出
版
社
︑

三
二
五
九−

三
二
六
〇
頁
)︑﹁
李
光
顏
碑
﹂
(﹃
山
右
石
刻
叢
5
﹄
卷
九
︑
一
六−

二
五
葉
︒﹃
Z
�
�
﹄
六
三
二
︑
山
西
敎
育
出
版
社
︑
三
七
七
一−

三
七
七
二
頁
)︑﹃
白
氏

長
慶
集
﹄
卷
五
三
︑﹁
裴
度
等
承
天
題
記
﹂
(﹃
山
右
石
刻
叢
5
﹄
卷
八
︑
四
七−

五
三
葉
)



落
を
瓜
括
し
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
各
地
の
刺
&
と
し
て
任
官
す
る
際
も
︑
先
に
指
摘
し
た
渾
鎬
が
�
州
刺
&
と
し
て
沙
陀
を
瓜
御
し
た
例
か

ら
考
え
て
も
︑
儀
・
丹
州
刺
&
へ
の
赴
任
に
お
い
て
も
少
な
く
と
も
契
苾
部
の
騎
馬
兵
を
�
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
契
苾
"
の

墓
誌
に
見
え
る
七
人
の
子
は
︑
七
人
中
六
名
が
河
東
F
度
G
・
靈
武
F
度
G
・
滄
州

(
義
昌
)
F
度
G
・
邠
寧
F
度
G
・
河
中
F
度
G
下
の
武

官
と
し
て
任
官
し
た
︻
表
八
︼︒
八
五
四
年
に
�
官
と
し
て
任
官
し
て
い
る
嗣
子
の
公
�
も
︑
母
で
あ
る
何
氏
の
墓
誌
銘
で
は
F
度
G
麾
下
の

武
官
で
︑﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
に
も
公
�
が
契
苾
"
の
下
で
﹁
嘗
て
公
に
副
た
り
て
命
を
銜
む
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
來
は
武
官
で
あ
る
︒

こ
の
う
ち
靈
武
は
渾
瑊
や
李
光
(
も
赴
任
し
た
重
<
地
點
で
あ
り
︑
代
北
集
團
の
勢
力
が
代
北
に
限
ら
な
い
こ
と
を
�
示
し
て
い
る
︒
義
昌
F

度
G
で
の
任
官
は
︑
直
後
に
渾
偘
が
義
昌
F
度
G
に
な
る
こ
と
と
も
關
係
す
る
︒
邠
寧
F
度
G
は
李
光
顏
が
︑
河
中
F
度
G
は
渾
瑊
が
長
く
在

任
し
た
�
で
あ
る
︒
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表
八

契
苾
"
の
子
の
任
官

何
氏
墓
誌

官

職

年

�

契
苾
"
墓
誌

官

職

年

�

慶

郞

沒

大
中
八

(八
五
四
)

公

度

沒

公

�

□
賀
□
□
□
□
□
s
F
度
押
衙

大
中
元

(八
四
七
)

公

�

鄂
王
府
司
馬

大
中
八

(八
五
四
)

公

應

河
東
F
度
押
衙
□
兵
馬
G

大
中
元

(八
四
七
)

公

應

河
東
F
度
押
衙
左
驍
雄
兵
馬
G

大
中
八

(八
五
四
)

公

廉

□
州
F
度
□
□
兵
馬
G

大
中
元

(八
四
七
)

公

瑜

靈
武
F
度
押
衙
决
¯
六
將
都
知
兵
馬
G

大
中
八

(
八
五
四
)

公
廡
已
下
五
人
幼
少
未
不
仕

大
中
元

(八
四
七
)

公

武

滄
州
F
度
押
衙

大
中
八

(八
五
四
)

公

K

邠
寧
F
度
押
衙

大
中
八

(八
五
四
)

公

綬

河
中
衙
O
兵
馬
G

大
中
八

(八
五
四
)

公

廙

︹
出
典
︺﹁
契
苾
公
妻
何
氏
墓
誌
銘
﹂︑﹁
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂



類
似
の
事
例
と
し
て
︑
契
苾
"
と
共
に
ウ
イ
グ
ル
討
伐
に
參
劃
し
た
ソ
グ
ド
人
何
淸
�
の
存
在
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
何
淸
�
は
契
苾
"

夫
人
何
氏
の
親
族
︑
お
そ
ら
く
は
兄
弟
と
想
定
さ
れ
る(64

)
︒
何
氏
の
實
家
は
代
々
單
于
府
に
奉
職
す
る
武
門
の
家
柄
で
あ
る
が
︑
そ
の
出
身
と
思

わ
れ
る
何
淸
�
は
︑
會
昌
二
年
に
は
銀
州
刺
&
・
閏
本
州
押
蕃
落
G
と
し
て
蔚
州
刺
&
の
契
苾
"
と
共
に
南
走
Õ
ウ
イ
グ
ル
の
討
伐
軍
を
�
い
︑

會
昌
五
年
に
朔
方
F
度
G

(在
任
：
八
四
五−

八
四
六
)
と
な
る
︒
代
北
に
入
っ
た
鐵
勒
系
や
ソ
グ
ド
系
等
の
�
牧
部
落
は
︑
代
北
に
と
ど
ま
ら

ず
河
東
・
河
中
︑
邠
寧
・
銀
州
・
天
德
・
靈
武
︑
東
は
義
武
軍

(易
定
)
︑
義
昌
軍

(滄
州
)
と
い
う
︑
も
と
:
ん
で
い
た
オ
ル
ド
ス
か
ら
︑
河

北
に
至
る
ま
で
廣
範
圍
に
¢
ぶ
勢
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
後
の
沙
陀
突
厥
の
勢
力
範
圍
と
重
な
る
部
分
も
多
い
︒

渾
・
契
苾
や
阿
跌
な
ど
の
鐵
勒
系
�
牧
民
は
︑
徐
々
に
東
方
に
根
據
地
を
移
し
つ
つ
︑
オ
ル
ド
ス
に
も
勢
力
を
維
持
し
︑
八
世
紀
末
は
渾
部
が

�
大
勢
力
を
誇
り
︑
九
世
紀
に
入
る
と
そ
の
地
位
は
阿
跌
に
�
り
︑
九
世
紀
�
ば
に
は
契
苾
・
渾
が
武
力
集
團
の
筆
頭
で
あ
る
振
武
F
度
G
の

地
位
を
占
め
︑
そ
の
集
大
成
と
し
て
︑
九
世
紀
後
�
か
ら
は
沙
陀
が
代
北
集
團
を
瓜
合
し
て
�
大
勢
力
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

お

わ

り

に

筆
者
は
嘗
て
︑
契
苾
・
吐
谷
渾
・
沙
陀
三
部
落
が
�
王
�
か
ら
﹁
代
北
五
部
﹂
と
し
て
把
握
さ
れ
︑
�
末
に
は
代
北
五
部
に
北
邊
財
政
權
が

移
行
し
︑
こ
れ
ら
の
�
牧
部
落
が
長
い
時
閒
を
か
け
て
沙
陀
に
瓜
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
論
じ
た
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
に
加
え
て
︑
沙
陀
突
厥

を
�
成
し
た
鐵
勒
系
や
党
項
部
落
を
廣
く
﹁
代
北
集
團
﹂
と
捉
え
た
︒
そ
し
て
︑
彼
ら
が
�
後
�
の
華
北
地
域
で
徐
々
に
東
�
し
つ
つ
︑
代

北
・
河
東
地
域
に
入
っ
て
い
き
︑
�
代
の
著
名
な
﹁
蕃
將
﹂
を
輩
出
し
つ
つ
︑
代
北
だ
け
で
な
く
︑
河
東
|
や
オ
ル
ド
ス
ま
で
含
む
廣
い
範
圍

に
勢
力
を
維
持
し
︑
�
末
の
沙
陀
突
厥
に
繫
が
る
こ
と
を
︑
鐵
勒
系
の
羈
縻
州
で
あ
る
皋
蘭
州
が
置
か
れ
た
渾
部
︑
賀
蘭
州
が
置
か
れ
た
契
苾

部
︑
雞
田
州
が
置
か
れ
た
阿
跌
部
の
關
係
を
"
し
て
論
じ
た
︒

�
王
�
は
︑
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
北
邊
防
衞
を
羈
縻
州
の
形
態
を
維
持
し
た
�
牧
系
の
集
團
に
依
存
し
て
お
り
︑
そ
の
上
に
乘
っ

て
い
る
王
�
で
あ
っ
た(65

)
︒
し
か
し
こ
れ
は
﹁
任
G
已
に
熟
す
﹂
と
見
な
さ
れ
た
�
牧
民
の
Ì
志
に
依
存
す
る
體
制
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
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れ
ら
の
諸
族
が
�
王
�
を
荏
え
る
理
由
を
失
っ
て
沙
陀
の
下
に
¹
收
さ
れ
︑
河
朔
三
鎭
や
盧
龍
管
內
に
殘
っ
て
い
た
東
北
諸
族
や
ソ
グ
ド
人
ら

が
沙
陀
突
厥
の
下
に
糾
合
さ
れ
て
い
っ
た
時
︑
�
王
�
は
北
邊
防
衞
に
關
わ
る
戰
力
を
失
う
と
と
も
に
︑
王
�
の
存
立
基
盤
を
も
一
擧
に
喪
失

す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
動
き
は
︑
す
で
に
�
後
�
�
に
お
け
る
鐵
勒
系
部
落
の
動
向
の
中
に
そ
の
×
芽
を
見
い
だ
せ
る
の

で
あ
る
︒

�
末
か
ら
五
代
に
沙
陀
突
厥
に
よ
る
政
權
が
円
立
さ
れ
た
背
景
に
は
︑
�
王
�
自
體
が
廣
く
�
牧
系
諸
族
を
取
り
�
ん
で
い
た
と
い
う
事
實

が
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
諸
族
は
�
後
�
�
に
�
々
と
河
東
や
代
北
に
移
動
し
て
い
き
︑
こ
れ
ら
の
諸
族
が
沙
陀
を
$
け
入
れ
る
役
割
を
果
た
し
て

い
っ
た
こ
と
が
︑
沙
陀
突
厥
の
興
隆
の
�
�
�
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

:(1
)

N
<
な
成
果
と
し
て
は
︑
以
下
の
諸
論
考
・
著
書
が
あ
る
︒
石
見

淸
裕
﹁
�
代
外
國
貿
易
・
在
留
外
國
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂
(同

︹
一
九
九
九
a
︺
五
二
二−

五
二
六
頁
)︑
同
︹
一
九
九
九
b
︺︒
妹

尾
·
彥
︹
二
〇
〇
一
︺
三
〇−

三
四
頁
︒
同
︹
二
〇
〇
六
︺
一
四
三

−

一
七
一
頁
︒
森
安
孝
夫
︹
二
〇
〇
七
︺
五
九−

六
二
頁
︒
沙
陀
突

厥
に
關
す
る
硏
究
は
石
見
淸
裕
︹
二
〇
〇
五
︺
に
ま
と
め
ら
れ
て
い

る
た
め
︑
本
稿
で
は
論
旨
に
直
接
關
係
の
あ
る
も
の
を
引
用
す
る
に

留
め
る
︒

(2
)

樊
�
禮
︹
二
〇
〇
〇
︺︒

(3
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺︒

(4
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
九
︺︑︹
二
〇
一
〇
︺︒

(5
)

榮
怨
江
︹
一
九
九
一
︺︒

(6
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺︒

(7
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺︒

(8
)

山
下
將
司
︹
二
〇
一
四
︺
︒

(9
)

日
野
開
三
郞
︹
一
九
八
〇
︺
第
三
違
﹁
藩
鎭
の
跋
扈
﹂︑
九
〇−

一
一
〇
頁
︒

(10
)

栗
原
益
男
︹
一
九
七
一
︺
一
六
八
頁
︒

(11
)

堀
敏
一
︹
二
〇
〇
二
︺
︑
二
八
五−

二
九
七
頁
︒

(12
)

任
育
才
︹
一
九
七
〇
︺︒

(13
)

陳
寅
恪
︹
一
九
七
一
︺
︑
一
二
四−

一
三
八
頁
︒
桑
原
︹
一
九
六

八
︺
︑
二
八
二−

二
八
三
頁
︒

(14
)

馬
小
鶴
・
柏
曉
斌
︹
一
九
八
六
︺
一
五
二
頁

(
馬
小
鶴
︹
二
〇
〇

九
︺
三
三
〇
頁
に
再
錄
)︒
西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
九
︺︒
趙
振
華
︹
二

〇
一
〇
︺
五
〇
四−

五
一
六
頁
︒

(15
)

榮
怨
江
︹
二
〇
〇
三
︺
一
〇
四−

一
〇
六
頁
︒
張
說
﹁
河
西
F
度
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副
大
G
安
公
碑
銘
竝
序
﹂
(﹃
張
說
之
�
集
﹄
卷
一
六
︑
一
〇
二−

一

〇
三
頁

(﹃
四
部
叢
刊
﹄
本
)︒﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
九
一
七
︑
四
八
二

八
頁
)︒
安
興
貴
の
曾
孫
に
あ
た
る
安
忠
敬
の
碑
銘
で
︑
安
忠
敬
の

子
が
安
重
璋

(李
,
玉
)︑
李
,
玉
の
從
父
弟
が
李
,
臣
と
李
,
眞

で
あ
る
︒

(16
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
九
︺
一
〇
頁
︒

(17
)

陳
寅
恪
︹
一
九
七
一
︺
一
三
三−

一
三
四
頁
︒
森
部
豐
︹
二
〇
一

〇
︺
一
二
三−
一
八
一
頁
︒
違
群
︹
一
九
八
六
︺
一
九
三
頁
︑
六
〇

八
頁
も
參
照
︒
王
武
俊
と
張
孝
忠
の
出
身
に
つ
い
て
は
︑
吉
本
|
Ú

︹
二
〇
一
一
︺
八
八
頁
︑
Å

(49
)
參
照

(18
)

『
"
鑑
﹄
興
元
元
年
七
8
條
に
は
﹁
李
懷
光
左
右
多
胡
人
﹂﹇
七
四

四
一
頁
﹈
と
見
え
︑﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
二
〇
︑
李
懷
光
傳
に
は
﹁
懷

光
左
右
皆
胡
虜
﹂﹇
三
四
九
四
頁
﹈
と
見
え
る
︒

(19
)

王
武
俊
と
と
も
に
李
寶
臣
に
仕
え
︑
円
中
三
年
︑
�
廷
に
歸
順
し

た
︒﹃
"
鑑
﹄
卷
二
二
七
︑
円
中
三
年
正
8
條
﹁
惟
岳
之
將
康
日
知
︑

以
趙
州
歸
國
︒﹂﹇
七
三
一
七
頁
﹈︒
息
子
の
康
志
睦
は
C
盧
F
度
G

(八
二
五−

八
三
一
年
)︑
孫
の
康
承
訓
は
龐
勛
の
亂
の
鎭
壓
に
沙
陀

を
�
い
て
殊
功
を
あ
げ
て
河
東
F
度
G

(在
任
：
八
六
九−
八
七
〇

年
)
と
な
る
︻
表
四
︼︒
曾
孫
の
康
傳
業
は
鄜
坊
F
度
G

(在
任
：

八
七
四−

八
七
八
年
)︒

(20
)

O
揭
Å

(15
)︒﹃
舊
�
書
﹄
卷
一
三
二
︑
李
,
玉
傳
に
﹁
武
德
功

臣
安
興
貴
之
裔
︒
代
居
河
西
︑
善
養
名
馬
︑
爲
時
�
稱
︒﹂﹇
三
六
四

五
頁
﹈
と
見
え
る
︒
武
威
安
氏
が
河
西
や
固
原
で
牧
馬
を
家
業
と
し

た
こ
と
は
山
下
將
司
︹
二
〇
〇
八
︺
參
照
︒
�
初
か
ら
五
代
ま
で
の

武
威
安
氏
の
家
系
は
福
島
惠
︹
二
〇
一
二
︺
一
六
〇−

一
六
三
頁
︒

穆
員
1
﹁
相
國
義
陽
郡
王
李
,
眞
墓
誌
銘
﹂﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
九
三

七
︑
四
九
二
六−

四
九
二
八
頁
︒
昭
義
F
度
G
の
管
區
か
ら
は
續
々

と
ソ
グ
ド
人
墓
誌
が
出
土
し
て
い
る
︒

(21
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
六
六
頁
︒

(22
)

こ
の
う
ち
契
苾
部
に
つ
い
て
は
︑
ü
長
で
あ
る
契
苾
"
が
︑
夫
人

何
氏
が
嫁
い
で
き
た
二
〇
歲
頃
に
旣
に
振
武
の
都
押
衙
馬
步
都
知
兵

馬
G
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
よ
り
O
に
旣
に
﹁
始
效
職
單
于
府
﹂
で

あ
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
八
世
紀
末
に
は
旣
に
代
北
に
い
た
は
ず
で
︑

渾
部
と
ほ
ぼ
同
時
に
移
動
し
た
可
能
性
が
高
い
︒
後
営
を
參
照
︒

(23
)

岡
崎
精
郞
︹
一
九
七
二
︺
四
五
-五
一
頁
︑
周
洩
洲
︹
二
〇
〇
四
︺

五
四−

八
九
頁
︑
森
部
豐
︹
二
〇
〇
四
︺︹
二
〇
一
〇
︺︒

(24
)

﹁
興
元
元
年

(
七
八
四
)
二
8
⁝
時
吐
蕃
款
塞
�
以
兵
助
C
國
難
︑

故
^
G
焉
︒
四
8
⁝
︑
是
8
︑
渾
瑊
與
吐
蕃
論
厭
羅
�
眾
大
破
朱
泚

將
韓
旻
︑
張
廷
芝
︑
宋
歸
�
等

於
武
功
之
武
亭
川
︑
斬
首
萬
餘
Ü
︒

貞
元
二
年

(七
八
六
)
⁝
八
8
︑
吐
蕃
寇
涇
・
隴
・
邠
・
寧
數
|
︑

掠
人
畜
︑
取
禾
稼
︑
西
境
騷
然
︒
諸
|
F
度
¢
軍
鎭
咸
閉
壁
自
守
而

已
︒
京
師
戒
嚴
︒
上
^
左
金
吾
將
軍
張
獻
甫
與
神
策
將
李
昇
曇
・
蘇

淸
沔
等
瓜
兵
屯
於
咸
陽
︑
召
河
中
F
度
駱
元
光
�
衆
戍
咸
陽
以
U
之
︒

十
一
8
︑
吐
蕃
陷
鹽
州
︒
初
︑
\
之
來
也
︑
刺
&
杜
彥
光
G
以
牛
酒

犒
之
︒
吐
蕃
謂
曰
︑﹁
我
欲
州
城
居
之
︑
聽
爾
�
其
人
而
去
︒﹂
彥
光

乃
悉
衆
奔
鄜
州
︒
十
二
8
︑
陷
夏
州
︑
刺
&
拓
拔
乾
暉
�
衆
而
去
︑

復
據
其
城
︒
印
寇
銀
州
︑
素
無
城
壁
︑
人
皆
奔
散
︒
⁝
⁝
印
蕃
軍
頃

年
破
朱
泚
衆
於
武
功
︑
未
獲
報
償
︑
�
以
來
耳
︒
﹂﹃
舊
�
書
﹄
卷
一

九
六
︑
吐
蕃
下
︑
五
二
四
九
頁
︒
拓
拔
乾
暉
が
党
項
で
あ
る
こ
と
は
︑

﹃
元
和
姓
纂
﹄
卷
十
︑
拓
跋
條
﹇
一
五
七
七−

一
五
七
八
頁
﹈
¢
び
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周
洩
洲
︹
二
〇
〇
四
︺
六
四
頁
を
參
照
︒

(25
)

當
時
の
國
際
・
國
內
�
勢
に
應
じ
て
N
に
吐
蕃
・
囘
鶻
對
策
や
党

項
對
策
︑
�
末
に
な
る
と
內
地
の
7
亂
鎭
壓
や
沙
陀
對
策
な
ど
も
<

�
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(26
)

周
洩
洲
︹
二
〇
〇
四
︺
五
四−

八
九
頁
︒
岡
崎
精
郞
︹
一
九
七

二
︺
四
五−

五
一
頁
︒

(27
)

『
�
會
<
﹄
卷
七
三
︑﹁
單
于
都
護
府
﹂
條
︑
一
五
五
二
頁
︒

(28
)

傅
璇
琮
・
周
円
國
校
箋
﹃
李
德
裕
�
集
校
箋
﹄
河
北
敎
育
出
版
社
︑

二
〇
〇
〇
年
︑
三
一
六
頁
︒

(29
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
一
〇
︺︒

(30
)

渾
氏
の
世
系
の
初
�
と
末
�
に
は
混
亂
が
あ
る
︒
趙
超
5
著
﹃
怨

�
書
宰
相
世
系
表
集
校
﹄
卷
五
︑
渾
氏
條
︑
中
華
書
局
︑
一
九
九
八

年
︑
八
四
四
頁
︒

(31
)

『
怨
�
書
﹄
卷
二
一
七
上
︑
囘
鶻
上
﹁
武
后
時
︑
突
厥
默
啜
方
彊
︑

取
鐵
勒
故
地
︑
故
囘
紇
與
契
苾
・
思
結
・
渾
三
部
度
磧
︑
徙
甘
・
涼

閒
︑
然
�
常
取
其
壯
騎
佐
赤
水
軍
云
︒﹂﹇
六
一
一
四
頁
﹈︒

(32
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
︑
德
宗
円
中
四
年
︑
冬
十
8
丙
午
條
で
は

﹁
渾
瑊
以
子
弟
家
屬
至
﹂﹇
三
三
七
頁
﹈
と
記
さ
れ
る
︒

(33
)

﹁
故
朔
方
・
河
中
・
晉
・
絳
・
邠
・
寜
・
慶
・
等
州
兵
馬
副
元
帥
︑

河
中
絳
邠
F
度
・
度
荏
營
田
觀
察
處
置
等
G
・
元
從
・
奉
天
定
難
功

臣
・
開
府
儀
同
三
司
・
檢
校
司
徒
・
s
中
書
令
︑
河
中
尹
・
上
Æ

國
・
咸
寜
郡
王
・
贈
太
師
︑
忠
武
渾
公
神
|
碑
銘
﹂﹃
�
苑
英
華
﹄

卷
八
八
六
︑
四
六
六
八−

四
六
六
九
頁
︒

(34
)

｢義
昌
軍
F
度
G
渾
公
神
|
碑
﹂﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
九
一
六
︑
四
八

二
三−

四
八
二
五
頁
︒

(35
)

岑
仲
勉
︹
二
〇
〇
四
︺︑
二
二
七−

二
二
九
頁
︒

(36
)

余
軍
・
衞
忠
︹
一
九
九
六
︺
︒﹃
Z
�
�
補
�
﹄
卷
七
︑
三
五
〇
頁
︒

(37
)

契
苾
氏
の
先
塋
は
咸
陽
に
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
渾
公
夫
人
契
苾
氏

が
埋
葬
さ
れ
た
の
は
渾
氏
の
先
塋
で
あ
る
︒

(38
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺
に
收
め
る
﹁
契
苾
氏
系
圖
﹂﹇
一
〇
頁
﹈

參
照
︒

(39
)

｢
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
の
拓
本
寫
眞
は
﹃
隋
�
五
代
墓
誌
匯
5
﹄
陝

西
卷
第
四
册
︑
一
三
七
頁
︑
釋
�
は
﹃
Z
�
�
補
�
﹄
一
︑
三
五
八

頁
に
收
め
る
︒
﹁
契
苾
公
妻
何
氏
墓
誌
銘
﹂
は
﹃
陶
齋
藏
石
記
﹄
卷

三
三
︑
第
二
葉
上
お
よ
び
﹃
�
代
墓
誌
彙
5
﹄
下

(大
中
〇
一
二
)

に
釋
�
を
收
め
る
︒
西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺︒

(40
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
二
・
德
宗
本
紀
﹇
三
二
〇
頁
﹈︒
李
鴻
賓
︹
二
〇

〇
〇
︺
三
四
九
頁
︒

(41
)

『
怨
�
書
﹄
卷
七
五
下
︑
宰
相
世
系
五
下
︑
渾
氏
條
﹇
三
三
七
九−

三
三
八
三
頁
﹈
︒
﹃
�
方
鎭
年
表
﹄
卷
一
︑
振
武
﹇
一
七
六
頁
﹈︒

(42
)

吐
谷
渾
・
契
苾
・
沙
陀
三
部
落
が
烏
介
可
汗
を
中
心
と
す
る
南
走

Õ
ウ
イ
グ
ル
討
伐
に
實
戰
部
à
と
し
て
參
與
し
た
こ
と
は
︑﹃
h
治

"
鑑
﹄
卷
二
四
六
︑
會
昌
二
年
九
8
條
﹁
李
思
忠
�
與
契
苾
・
沙

陀
・
吐
谷
渾
六
千
騎
合
勢
擊
囘
鶻
︒﹂﹇
七
九
六
七
頁
﹈
や
卷
二
四
七
︑

會
昌
三
年
春
正
8
條
﹁
囘
鶻
烏
介
可
汗
帥
眾
�
�
振
武
︐
劉
沔
^
麟

州
刺
&
石
雄
︑
都
知
兵
馬
G
王
â
帥
沙
陀
朱
²
赤
心
三
部
¢
契
苾
︑

拓
跋
三
千
騎
襲
其
ã
帳
﹂
﹇
七
九
七
一
頁
﹈
等
︑
多
數
記
錄
が
殘
っ

て
い
る
︒
特
に
會
昌
三
年
正
8
は
︑
烏
介
可
汗
を
擊
破
し
︑
太
和
公

N
を
奪
S
す
る
戰
闘
の
N
力
部
à
と
し
て
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
︒

﹃
h
治
"
鑑
考
衣
﹄
卷
二
二
︑
一
四
九
頁

(﹃
四
部
叢
刊
﹄
本
)
參
照
︒
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第
一
違
第
三
F
も
參
照
︒

(43
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
五
五
︑
渾
鎬
傳
︑
四
八
九
五
頁
︒

(44
)

西
村
︹
二
〇
一
〇
︺
六
七
頁
︒
蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
六
三−

二

六
八
頁
︒
山
下
︹
二
〇
一
四
︺
一
〇−

一
一
頁
︒﹁
舍
利
鐵
石
墓
誌

銘
﹂
に
つ
い
て
は
︑
森
部
・
齊
ä
︹
二
〇
一
三
︺︒

(45
)

森
部
豐
︹
二
〇
〇
一
︺

(46
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
六
七
頁
︑
山
下
︹
二
〇
一
四
︺
一
〇
頁
︒

(47
)

傅
璇
琮
・
周
円
國
校
箋
﹃
李
德
裕
�
集
校
箋
﹄︑
二
九
九
頁
︒

(48
)

阿
跌
部
に
ソ
グ
ド
人
が
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
痕
跡
は
他
に
も
存

在
す
る
︒
例
え
ば
︑
開
成
五
年

(八
四
〇
)
に
円
立
さ
れ
た
﹁
李
光

顏
碑
﹂
の
末
尾
に
は
﹁
汝
南
の
翟
�
剬
刻
す
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

翟
氏
は
ソ
グ
ド
人
に
多
く
見
ら
れ
る
姓
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
人
物
も

ソ
グ
ド
人
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
﹇﹁
李
光
顏
碑
﹂﹃
山
右

石
刻
叢
5
﹄
卷
九
︑
第
一
六
葉
A−

第
一
九
葉
A
﹈︒
ま
た
︑
後
晉

の
天
福
年
閒
の
鷄
田
州
部
落
長
&
の
何
君
政
の
存
在
も
︑
阿
跌
部
落

に
ソ
グ
ド
人
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

(49
)

西
村
︹
二
〇
一
四
︺︒

(50
)

森
部
︹
二
〇
一
〇
︺
二
〇
五
頁
︒

(51
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
六
八
頁
︒

(52
)

何
君
政
が
帶
び
た
職
は
﹁
鷄
田
府
部
落
長
&
﹂
で
あ
る
︒
墓
誌
に

は
﹁
公
︑
部
落
を
首
領
す
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
が
︑﹁
長
&
﹂
は
雞

田
州
刺
&
や
鷄
田
府
都
督
と
い
っ
た
ü
帥
を
示
す
職
で
は
な
く
︑
ソ

グ
ド
人
の
部
落
長
&
・
何
君
政
の
存
在
は
︑
鷄
田
州
が
後
晉
時
�
に

い
た
っ
て
な
お
阿
跌
部
落
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
︒
雞
田
州

の
中
に
は
�
代
か
ら
多
數
の
ソ
グ
ド
人
が
存
在
し
︑
そ
の
中
の
長
&

ク
ラ
ス
の
墓
誌
が
殘
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

(53
)

『四
部
叢
刊
﹄
本
︑
一
五
二−

一
五
三
頁
︒

(54
)

『
�
刺
&
考
Z
5
﹄
卷
九
六
︑
河
東
|
︑
朔
州
﹇
一
三
五
五
頁
﹈︒

押
蕃
G
に
つ
い
て
は
村
井
︹
二
〇
〇
三
︺
參
照
︒

(55
)

『
�
刺
&
考
Z
5
﹄
卷
二
四
︑
關
內
|
︑
¯
州
﹇
三
八
一−

三
八

二
頁
﹈︒

(56
)

山
下
將
司
氏
は
阿
跌
部
の
事
績
を
檢
討
す
る
中
で
︑
阿
跌
氏
と
突

厥
阿
&
ð
氏
と
の
閒
の
二
代
に
わ
た
る
婚
姻
關
係
︑
さ
ら
に
は
七
四

九
年
に
�
に
影
っ
た
舍
利
®
旃
の
舍
利
氏
と
の
婚
姻
關
係
を
指
摘
し
︑

こ
れ
が
鐵
勒
阿
跌
氏
と
突
厥
第
二
可
汗
國
�
壞
後
に
�
領
內
に
怨
た

に
�
に
影
っ
た
突
厥
�
民
の
結
合
の
結
果
で
あ
る
と
し
た
︒
そ
し
て
︑

李
光
(
・
李
光
顏
兄
弟
が
阿
&
ð
・
舍
利
兩
氏
に
代
表
さ
れ
る
突
厥

�
民
集
團
を
背
後
勢
力
と
し
て
©
し
て
い
た
こ
と
が
︑
阿
跌
部
擡
頭

の
原
動
力
で
あ
り
︑
數
十
年
後
の
契
苾
部
の
擡
頭
も
突
厥
�
民
の
招

撫
に
成
功
し
た
た
め
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︒
﹇
山
下
將
司

︹
二
〇
一
四
︺
二
一−

二
四
頁
﹈︒
筆
者
は
︑
八
世
紀
�
ば
に
お
い
て

�
に
影
っ
た
突
厥
が
一
定
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
は
同
Ì

す
る
が
︑
突
厥
の
勢
力
が
九
世
紀
ま
で
持
續
し
︑
突
厥
�
民
の
招
撫

が
契
苾
部
の
興
隆
の
原
動
力
と
す
る
點
に
は
同
Ì
で
き
な
い
︒
こ
れ

ら
の
諸
點
は
︑
墓
誌
の
解
釋
と
共
に
︑
本
稿
で
�
ら
か
に
し
た
鐵
勒

諸
部
や
党
項
・
ソ
グ
ド
の
動
向
︑
さ
ら
に
は
當
時
の
華
北
の
�
勢
と

も
æ
せ
て
再
檢
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
︒
な
お
︑
代
北
に
突
厥
阿
&

ð
氏
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
證
左
は
他
に
も
存
在
す
る
︒
例

え
ば
︑
た
び
た
び
渾
瑊
と
共
に
活
>
す
る
ソ
グ
ド
人
の
李
元
諒

(駱

元
光
)
の
夫
人
は
突
厥
阿
&
ð
氏
の
出
身
で
あ
り
︑
﹁
李
元
諒
墓
誌
﹂
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に
﹁
夫
人
河
南
阿
&
ð
氏
︑
北
海
郡
夫
人
︑
代
北
著
姓
也
﹂
と
い
う
︒

李
元
諒
が
�
い
た
軍
團
は
突
厥
阿
&
ð
氏
と
の
結
び
つ
き
も
考
慮
す

る
必
<
が
あ
る
︒
こ
の
河
南
は
オ
ル
ド
ス
北
部
の
こ
と
で
︑
北
海
郡

は
契
苾
"
と
同
じ
郡
H
で
あ
る
︒
ま
た
︑
九
世
紀
初
め
に
天
�
學
を

以
て
�
王
�
に
仕
え
た
波
斯
人
李
素
の
夫
人
で
︑
長
慶
二
年

(八
二

二
)
に
卒
し
た
卑
失
氏
も
ま
た
突
厥
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒
突
厥
は
阿
跌
だ
け
で
な
く
樣
々
な
部
族
と
結
び
つ
い
て
い
た
は

ず
で
︑
こ
う
し
た
事
例
も
檢
討
す
る
必
<
が
あ
る
︒﹁
李
元
諒
墓
誌
﹂

の
拓
本
は
﹃
隋
�
五
代
墓
誌
匯
5
﹄
陝
西
卷
第
四
册
﹇
五
六
頁
﹈︑

釋
�
は
﹃
�
代
墓
誌
彙
5
﹄
貞
元
〇
三
〇
﹇
七
五
四−

七
五
五
頁
﹈

に
收
め
る
︒
李
素
夫
人
卑
失
氏
に
つ
い
て
は
︑
榮
怨
江
︹
二
〇
〇

一
︺
二
三
八−

二
五
七
頁
を
參
照
︒

(57
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
六
九−

二
七
〇
頁
︒
山
下
︹
二
〇
一
四
︺

二
八
頁
︒

(58
)

傅
璇
琮
・
周
円
國
校
箋
﹃
李
德
裕
�
集
校
箋
﹄
︑
二
六
六
頁
︒

(59
)

山
下
︹
二
〇
一
四
︺
二
四
頁
︒

(60
)

こ
の
二
者
で
は
︑
臨
時
の
動
員
で
十
分
か
︑
も
し
く
は
長
�
�
な

勢
力
基
盤
が
必
<
か
に
お
い
て
︑
さ
ら
に
ü
帥
の
持
ち
う
る
裁
量
幅

に
お
い
て
も
大
き
な
«
い
が
出
て
く
る
可
能
性
が
高
い
︒

(61
)

『
怨
�
書
﹄
卷
一
五
五
︑
渾
瑊
傳
︹
四
八
九
三
頁
︺︒

(62
)

『舊
�
書
﹄
卷
一
九
上
︑
懿
宗
記
︑
咸
"
六
年
五
8
條
﹁
以
右
金

吾
大
將
軍
李
宴
元
爲
夏
州
刺
&
・
朔
方
F
度
等
G
︒﹂﹇
六
五
九
頁
﹈︒

李
宴
元
が
李
安
元
で
あ
る
可
能
性
は
︑
夙
に
淸
の
胡
聘
之
が
﹃
山
右

石
刻
叢
5
﹄
卷
九
�
收
の
﹁
李
光
顏
碑
﹂
に
附
し
た
詳
細
な
按
語
の

中
で
指
摘
し
て
い
る
﹇
第
二
五
葉
A
﹈
︒

(63
)

蘇
航
︹
二
〇
一
〇
︺
二
七
四−

二
七
五
頁
︒

(64
)

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺
Å

(38
)
︒

(65
)

山
下
將
司
︹
二
〇
一
一
︺
一
〇
頁
︒

參
考
�
獻

[
&
h
料
﹈﹃
隋
書
﹄﹃
舊
�
書
﹄﹃
怨
�
書
﹄﹃
舊
五
代
&
﹄﹃
h
治
"
鑑
﹄﹃
�
苑
英
華
﹄﹃
元
和
姓
纂
﹄
﹃
陸
贄
集
﹄﹃
�
方
鎭
年
表
﹄﹃
奉
天
錄
﹄
(以
上
︑
中
華

書
局
)︑﹃
�
會
<
﹄
(上
海
古
籍
出
版
社
)︑﹃
李
德
裕
�
集
校
箋
﹄
(河
北
敎
育
出
版
社
)︑﹃
山
右
石
刻
叢
5
﹄
(
山
西
人
民
出
版
社
)
︑﹃
Z
�
�
補
�
﹄

﹃
楡
林
碑
石
﹄
(以
上
︑
三
秦
出
版
社
)︑﹃
隋
�
五
代
墓
誌
匯
5
﹄
(天
津
古
籍
出
版
社
)︑﹃
�
代
墓
誌
彙
5
﹄
(
上
海
古
籍
出
版
社
)︑
﹃
�
刺
&
考
Z
5
﹄

(安
�
大
學
出
版
社
)︒

[日
�
﹈

石
見
淸
裕
︹
一
九
九
九
a
︺﹃
�
の
北
方
問
題
と
國
際
秩
序
﹄
è
古
書
院

︹
一
九
九
九
b
︺﹁
ラ
テ
ィ
モ
ア
の
邊
境
論
と
漢
～
�
閒
の
中
國
北
邊
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
國
家
と
地
域
﹄
刀
水
書
é
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︹
二
〇
〇
五
︺﹁
沙
陀
突
厥
&

︱
︱
日
本
・
中
國
の
學
界
に
お
け
る
成
果
と
課
題
︱
︱
﹂﹃
早
稻
田
大
學
モ
ン
ゴ
ル
硏
究
�
紀
<
﹄
一
二
一−

一
三

八
頁
︒

岡
崎
精
郞
︹
一
九
七
二
︺﹃
タ
ン
グ
ー
ト
古
代
&
硏
究
﹄
東
洋
&
硏
究
會

栗
原
益
男
︹
一
九
七
一
︺﹁
安
&
の
亂
と
藩
鎭
體
制
の
展
開
﹂﹃
岩
波
ê
座
世
界
歷
&
六
・
古
代
六
﹄
岩
波
書
店
︑
一
六
一−

一
九
六
頁
︒

桑
原
隲
藏
︹
一
九
六
八
︺﹁
隋
�
時
代
に
荏
ð
に
來
ë
し
た
西
域
人
に
就
い
て
﹂﹃
桑
原
隲
藏
Z
集
﹄
第
二
卷
︑
岩
波
書
店
︑
二
七
〇−

三
六
〇
頁
︒

妹
尾
·
彥
︹
二
〇
〇
一
︺﹃
長
安
の
都
市
計
劃
﹄
ê
談
社

︹
二
〇
〇
六
︺﹁
都
の
立
地
︱
︱
中
國
大
陸
の
事
例
﹂﹃
人
�
硏
紀
<
︹
中
央
大
學
︺﹄
五
八
號
︑
一
四
三−

一
七
一
頁
︒

西
村
陽
子
︹
二
〇
〇
八
︺﹁
�
末
五
代
の
代
北
に
お
け
る
沙
陀
集
團
の
內
部
�
�
と
代
北
水
ì
G

︱
︱
｢
契
苾
"
墓
誌
銘
﹂
の
分
析
を
中
心
と
し
て
︱
︱
﹂﹃
內

陸
ア
ジ
ア
&
硏
究
﹄
第
二
三
號
︑
一−

二
四
頁
︒

︹
二
〇
〇
九
︺﹁
�
末
﹁
荏
謨
墓
誌
銘
﹂
と
沙
陀
の
動
向

︱
︱
九
世
紀
の
代
北
地
域
︱
︱
﹂
﹃
&
學
雜
誌
﹄
第
一
一
八
5
第
四
號
︑
一−

三
八
頁
︒

︹
二
〇
一
〇
︺﹁
九−

一
〇
世
紀
の
沙
陀
突
厥
の
活
動
と
�
王
�
﹂﹃
歷
&
í
論
﹄
六
一−

七
五
頁
︒

日
野
開
三
郞
︹
一
九
八
〇
︺﹁
荏
ð
中
世
の
軍
閥
﹂﹃
日
野
開
三
郞
著
作
集
﹄
第
一
卷
︑
三
一
書
é
︑
二
一
頁−

一
七
一
頁
︒

福
島

惠
︹
二
〇
一
二
︺﹁﹁
安
元
壽
墓
誌
﹂
(
�
・
光
宅
元
年
)
譯
Å
﹂
森
安
孝
夫
5
﹃
ソ
グ
ド
か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ
﹄
è
古
書
院
︑
一
四
一−

一
七
四
頁
︒

堀

敏
一
︹
二
〇
〇
二
︺﹁
�
末
諸
反
亂
の
性
格
﹂﹃
�
末
五
代
變
革
�
の
政
治
と
經
濟
﹄
è
古
書
院

村
井
恭
子
︹
二
〇
〇
三
︺﹁
押
蕃
G
の
設
置
に
つ
い
て
︱
︱
�
玄
宗
�
に
お
け
る
對
衣
民
族
政
策
の
轉
奄
﹂
﹃
東
洋
學
報
﹄
第
八
四
卷
四
號
︑
四
二
一−

四
五
二

頁
︒

森
部
豐
︹
二
〇
〇
一
︺﹁
後
晉
安
萬
金
・
何
氏
夫
妻
墓
誌
銘
お
よ
び
何
君
政
墓
誌
銘
﹂﹃
內
陸
ア
ジ
ア
&
硏
究
﹄
一
六
號
︑
一−

七
〇
頁
︒

︹
二
〇
〇
四
︺﹁
�
末
五
代
の
代
北
に
お
け
る
ソ
グ
ド
系
突
厥
と
沙
陀
﹂﹃
東
洋
&
硏
究
﹄
第
六
二
卷
四
號
︑
六
〇−

九
三
頁
︒

︹
二
〇
一
〇
︺﹃
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歷
&
�
展
開
﹄
關
西
大
學
出
版
部

森
部
豐
・
齊
ä
茂
雄
︹
二
〇
一
三
︺﹁
舍
利
石
鐵
墓
誌
の
硏
究
﹂﹃
關
西
大
學
東
西
學
î
硏
究
﹄
第
四
六
輯
︑
一−

二
〇
頁
︒

森
安
孝
夫
︹
二
〇
〇
七
︺﹃
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
�
M
國
﹄
ê
談
社

山
下
將
司
︹
二
〇
〇
八
︺﹁
�
の
監
牧
制
と
中
國
在
:
ソ
グ
ド
人
の
牧
馬
﹂﹃
東
洋
&
硏
究
﹄
第
六
六
卷
第
四
號
︑
一−

三
〇
頁
︒

︹
二
〇
一
一
︺﹁
�
の
テ
ュ
ル
ク
人
蕃
兵
﹂﹃
歷
&
學
硏
究
﹄
八
八
一
號
︑
一−
一
一
頁
︒

︹
二
〇
一
四
︺﹁
�
の
﹁
元
和
中
興
﹂
に
お
け
る
テ
ュ
ル
ク
軍
團
﹂﹃
東
洋
&
硏
究
﹄
七
二
卷
第
四
號
︑
一−

三
五
頁
︒

吉
本
|
Ú
︹
二
〇
一
一
︺﹁
遼
&
世
表
駅
證
﹂﹃
京
都
大
學
�
學
部
硏
究
紀
<
﹄
五
〇
︑
三
一−

九
二
頁
︒
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[中
�
﹈

岑

仲
勉
︹
二
〇
〇
四
︺﹃
�
&
餘
瀋
﹄
岑
仲
勉
著
作
集

(六
)︑
中
華
書
局

陳

寅
恪
︹
一
九
七
一
︺﹃
�
代
政
治
&
営
論
稿
﹄
中
央
硏
究
院
歷
&
語
言
硏
究
�
特
刊
之
三
︑
陳
寅
恪
先
生
論
集
︑
一
〇
七−

二
一
〇
頁
︒

樊

�
禮
︹
二
〇
〇
〇
︺﹃
�
末
五
代
�
代
北
集
團
﹄
中
國
�
聯
出
版
社

李

鴻
賓
︹
二
〇
〇
〇
︺﹃
�
�
朔
方
軍
硏
究
︱
︱
s
論
�
廷
與
西
北
諸
族
�
關
係
¢
其
演
變
﹄
吉
林
人
民
出
版
社

馬
小
鶴
・
柏
曉
斌
︹
一
九
八
六
︺﹁
隋
�
時
代
洛
陽
華
3
8
荏
胡
初
探
﹂﹃
中
國
�
3
硏
究
集
刊
﹄
三
︑
一
四
四−

一
六
〇
頁
︒

馬

小
鶴
︹
二
〇
〇
九
︺﹃
ï
尼
敎
與
古
代
西
域
&
硏
究
﹄
西
域
歷
&
語
言
硏
究
叢
書
︑
中
國
人
民
大
學
出
版
社

任

育
才
︹
一
九
七
〇
︺﹃
�
德
宗
奉
天
定
難
¢
其
&
料
之
硏
究
﹄
臺
灣
商
務
印
書
館

榮

怨
江
︹
一
九
九
一
︺﹁
�
代
河
西
地
區
鐵
勒
部
落
�
入
居
¢
其
ñ
ò
﹂
費
孝
"
5
﹃
中
華
民
族
硏
究
怨
探
索
﹄
中
國
社
會
科
學
出
版
社
︑
二
八
一−

三
〇
四

頁
︒

︹
二
〇
〇
一
︺﹃
中
古
中
國
與
外
來
�
�
﹄
生
活
・
讀
書
・
怨
知
三
聯
書
店

︹
二
〇
〇
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TURKISH TROOPS OF THE MILITARY CLIQUES IN

NORTH CHINA DURING THE LATTER HALF OF THE TANG ERA :

THE BACKGROUND OF ESTABLISHMENT OF

THE SHATUO TURK DYNASTIES

NISHIMURA Yoko

This paper clarifies the activities of groups of Turkish 鐵勒 troops in the

central government and military cliques in Northern China during the latter half of

the Tang era through an examination of the Rebellion of Zhu Ci 朱泚 that occurred

during the Jianzhong era (AD. 780-783). These Turkish groups occupied

important positions in the central government and military cliques in Northern

China during the latter half of the Tang era as they gradually moved their power

bases to the Daibei 代北 and Hedong 河東 districts. This paper argues that these

corps of Turkish warriors, while maintaining strong influence over a large area

extending over the Daibei, Hedong districts and as far as the Ordos, merged with

the Shatuo 沙陀 Turks, and that this was the background of the establishment of the

Shatuo (Five) Dynasties.

In the first section, the author takes up the Zhu Ci rebellion as an example of

the spread of the nomadic tribes in military cliques in North China after the Anshi

Rebellion, and points out these nomads occupied high positions not only in the

central government but also in the military cliques and that they included many

Turks and Soghdians. In the second section, the author points out that Hun Jian 渾

瑊, who was a famous premier and general during the reign of Emperor Dezong,

was a chief of the Hun 渾 Turks, doubled as commander of Gaolanzhou, which was a

Jimizhou 羈縻州 established for the Turks, and was a relative by marriage to Qibi

契苾 Turks, who composed one of the Daibei Five tribes 代北五部. The movements

of the Hun and Qibi Turks resembled one another, both migrating from Lingwu 靈

武 to Daibei, where they held great power. A hidden factor behind the energetic

activity of Hun Jian was the large migration of Turks, who had built up power in

this area and merged with the Shatuo Turks. At this time, there was a movement

of Turkish, Soghdian, and Tangut 党項 peoples to migrate to Daibei and Hedong,

and at the end of the Tang dynasty many of these groups joined the Shatuo Turks.

Therefore, behind the establishment of the political power of the Shatuo Turks,

we can see the coalescing of these nomadic tribes.
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